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序　　　　　文

　スリランカ民主社会主義共和国政府は、同国に市場経済原理を導入するなかで、国営企業民営

化、輸出振興、貿易収支改善等の諸政策を実施してきております。そのなかで、鋳造・金属加工

業については、製造業の根幹を支えるセクターであることから、同国経済基盤の活性化に不可欠

な要素として、これを重視しています。

　このため同国政府は、産業界のニーズが特に高い鋳造及びメッキ分野に関し、1994年２月に我

が国に対してプロジェクト方式技術協力の実施を要請いたしました。

　これを受け、我が国はスリランカ民主社会主義共和国側と協議を進めた結果、工業開発委員会

（IDB）の鋳造部門を実施機関として、鋳鉄に関する技術協力を実施することで合意し、1995 年

12 月から５年間のプロジェクト方式技術協力が開始されております。

　これまでに我が国からは長期専門家12名、短期専門家延べ35名を派遣し、研修員15名を受け

入れるとともに、必要な機材の供与を実施して参りました。

　今次終了時評価調査においては、協力期間終了を2000年 11月末に控え、プロジェクトの活動

を総括し、評価分析を実施しました。また、スリランカ民主社会主義共和国政府からは、プロジェ

クト終了後のフォローアップについて要請が提出されていることを踏まえ、現プロジェクトの技

術移転進捗度を確認したうえで、その必要性及び具体的協力内容について協議を行いました。

　本報告書は、現地における調査及び協議結果を取りまとめたものです。この場をお借りし、調

査団派遣にご協力頂いた日本国、スリランカ民主社会主義共和国双方の関係各位に対し、深くお

礼申し上げ、今後も引き続きご支援頂けるようお願いしたいと思います。

　2000 年９月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際協力事業団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事　　大津　幸男
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





１．協力の背景と概要

　スリランカ民主社会主義共和国（以下、「スリランカ」と記す）政府は国内産業基盤の建て

直しを図るため、市場経済導入政策の下、国営企業の民営化、輸出・投資促進、貿易収支改善

等の諸政策を実施している。特に工業分野の基幹である鋳造・金属加工業の振興は、同国経済

基盤の活性化に大きく寄与することが期待されている。

　このため同国政府は、金属加工技術の向上と人材育成研修を行う「金属加工センター」設立

を計画し、なかでも特に産業界のニーズが高い鋳造及びメッキ分野に関し、1994年２月に我が

国に対しプロジェクト方式技術協力の実施を要請した。

　これを受け、スリランカ側と協議を進めた結果、工業開発委員会（IDB）に対し、鋳造分野

（木型、造型、溶解、試験検査）に特化して協力を実施することを確認し、５年間の協力を開

始するに至った。

２．協力内容

（1）上位目標

　スリランカ鋳造産業界における技術力と生産力が向上する。

（2）プロジェクト目標

　IDB が産業界に適性な技術を提供できるようになる。

（3）成　果

０．プロジェクト管理部局が強化される。

１．鋳造用機材が調達、据え付け、操作、保守管理されるようになる。

２．カウンターパート（C／ P）の技術力が向上する。

３．鋳造関連研修コースが体系的に実施されるようになる。

４．鋳造に係る新技術がIDBによるセミナーや広報資料を通じて業界に紹介される。

評価調査結果要約表

Ⅰ．案件の概要

国名：スリランカ民主社会主義共和国

分野：産業技術

所轄部署：鉱工業開発協力部鉱工業開発協力
　　　　　第一課

1995年 12月１日～
協力期間

　2000年 11月 30日

案件名：鋳造技術向上計画

援助形態：プロジェクト方式技術協力

協力金額（評価時点）：10億 8,500 万円

先方関係機関：工業開発省、工業開発委員会

日本側協力機関：財団法人素形材センター

他の関連協力：



（4）投入（評価時点）

日本側：（総額：10億 8,500 万円） 機材供与　約３億 7,800 万円

長期専門家派遣　　　　12 名 研修員受入れ　　　15 名

短期専門家派遣　　　　35 名

スリランカ側：

カウンターパート配置　11 名　　 ローカルコスト負担　約 8,400 万スリランカルピー

建物、設備、材料の提供　　　 （機材・消耗品購入含む）

Ⅱ．評価調査団の概要

団長・総括 ：金子　正彦 国際協力事業団　鉱工業開発協力部次長

技術協力計画：山本　克巳 通商産業省　機械情報産業局　素形材産業室

課長補佐

技術移転計画：大島　敏和 財団法人素形材センター　テクニカル・アドバイザー

人材育成　　：山内　智香子 財団法人素形材センター　企画室　主任

評価監理 ：穂積　武寛 国際協力事業団　鉱工業開発協力部　

鉱工業開発協力第一課　職員

評価分析 ：渡辺　亜矢子 株式会社地域計画連合

調査期間 2000年８月21日～９月５日 　　　　　　　　　　　　　評価種類：終了時評価

１．評価結果の要約

（1）目標達成度

　技術移転はおおむね順調に進んでおり、協力終了時までには全協力分野において、C／ P

は基本的鋳造品の製作・指導が可能な技術水準に達する見込みである。しかし、大型機材の

導入・安定運用に時間を要し、技術移転の時間が限られたことから、C／ Pは全体的に経験

不足であり、鋳造業界の有する技術的要請に対して指導的役割を果たせるレベルには達して

いない。

　技術サービスの提供のうち、セミナーや研修コースに関しては、C／ Pが自力で実施でき

るまでに至っているが、工場巡回指導や技術相談についての業界からの期待は大きく、これ

についてはC／Pの能力は限定的といわざるを得ない。よって「IDBが産業界に適正な技術

を提供できるようになる」とのプロジェクト目標は十分には達成されていない。

Ⅲ．評価結果の概要

調査者



（2）効　果

　IDBは各分野における技術力を向上させ、研修、セミナー、試験サービス、及びある程度

の技術コンサルティングを提供できるようになった。これまでに研修13回、セミナー６回、

その他の試験・検査サービスの提供が行われているが、上位目標を達成するためには、更な

る技術力の向上が必要と考えられる。なお、IDBは先端技術と設備を有する機関として、そ

の活動に対する高い目標を得るとともに、産業界の環境面への関心も高めた。

（3）効率性

　協力の規模、タイミング、支援体制、他機関との連携はおおむね適切であり、投入は効率

的に成果につながった。これは主として、レベルの高いC／Pの配置と経験豊かな専門家の

派遣によるものである。鋳造方案と非鉄合金鋳物の専門家が早期に派遣されていれば、活動

は更に効率的であったと考えられる。機材供与に関しては、大型機材の導入・安定運用に時

間を要したことを除き、おおむね適切であった。

（4）妥当性

 「スリランカ鋳造産業界における技術力と生産力が向上する」との上位目標は、工業開発マ

スタープランの目標の１つである機械産業の裾野産業としての鋳造業を発展させるという政

府方針と合致している。この分野における人材不足がみられるが、鋳造技術者の養成研修を

提供する機関はほかには存在しておらず、プロジェクト目標は、本セクターのニーズに適合

している。IDBは指導機関として設立されていることから、実施機関として最適であったと

評価できる。

（5）自立発展性

　IDBは活動を持続するための管理運営体制を確立した。工業開発省（MID）は IDBに対す

る支援、活動に必要な予算の供給を継続する見込みである。しかしながら、IDBは今後、活

動経費をできるだけ多くの自己収入により賄うことが期待されている。このため、IDBは民

間業界と競合しないよう高度技術が必要とされる製品の受注製作・販売を開始し、これによ

る自己収入の増加の可能性も出てきている。IDBのC／Pの技術力は、更に活動を維持発展

させるに十分な程度まで向上した。



２．結　論

　技術移転は順調に行われており、協力期間終了時までには全協力分野においておおむね目標

技術レベルが達成される見込みである。しかしながら、大型機材の導入・安定運用に時間を要

したことから、技術移転に十分な時間が割り当てられず、C／Pは業界の様々な技術的要請に

応じるには実践経験が不足している。また、同様の理由から、鋳造業界に対する技術サービス

の提供もこれまで限定的であった。よって「IDBが産業界に適正な技術を提供できるようにな

る」とのプロジェクト目標は十分には達成されていない。

３．提　言

　JICAの協力を得て作成された工業開発マスタープランのなかの一般機械工業発展計画におい

て抽出された製品に関し、民間部門の抱える種々の課題の解決、製品品質の向上、基礎生産力

を活用した新製品の開発などを支援するためには、工場巡回指導や技術相談の重要性が増加す

ると思われる。これに関し、IDBが今後、技術サービスを適切に提供していくためには、基礎

生産技術力を活用した応用力が必要であり、このための技術力の向上を更に継続していく必要

がある。よって、フォローアップ活動として協力の継続が必要と認められる。
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第１章　調査団の概要

１－１　調査団派遣の経緯

　スリランカ民主社会主義共和国（以下、「スリランカ」と記す）政府は国内産業基盤の建て直

しを図るため、市場経済導入政策の下、国営企業の民営化、輸出・投資促進、貿易収支改善等の

諸政策を実施している。特に工業分野の基幹である鋳造・金属加工業の振興は、同国経済基盤の

活性化に大きく寄与することが期待されている。

　このため同国政府は、金属加工技術の向上と人材育成研修を行う「金属加工センター」設立を

計画し、なかでも特に産業界のニーズが高い鋳造及びメッキ分野に関し、1994年２月に我が国に

対し、プロジェクト方式技術協力の実施を要請した。

　これを受け、我が国は1994 年２月に事前調査団、1995年２月には長期調査員を派遣し、スリ

ランカ側と協議を進めた。この結果、工業開発委員会（IDB）に対し、鋳造分野（木型、造型、溶

解、試験検査）に特化して協力を実施することを確認し、1995年10月に討議議事録（R／D）を

署名・交換して同年12月から５年間の協力をスタートさせた。これまでに長期専門家12名、短

期専門家 35 名を派遣し、研修員 15名を受け入れている。

　今次調査においては、協力期間終了を2000年11月末に控え、プロジェクト・サイクル・マネー

ジメント（PCM）手法の評価５項目にのっとって終了時評価を実施した。また、スリランカ側か

ら提出されていたプロジェクト終了後のフォローアップ要請について、プロジェクトの技術移転

の進捗度を踏まえ、スリランカ側と協議を行った。

１－２　調査団の目的

（1）協力期間終了を 2000 年 11 月に控え、プロジェクトの計画達成度を把握し、以下の「評価

５項目」に沿って終了時評価を行う。

①　目標達成度

②　実施の効率性

③　効　果

④　計画の妥当性

⑤　自立発展性

（2）プロジェクト目標の達成度を判定したうえで、今後の協力のあり方についてスリランカ側

と協議し、ミニッツ等で確認する。

（3）評価結果から提言等を導き出し、今後の協力の進め方、又は実施方法改善に役立てるとと
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もに、新規の類似案件の発掘形成に資する。

１－３　調査団員

分　野 氏　名 所　　　属

団長・総括 金子　正彦 国際協力事業団　鉱工業開発協力部　次長

技術協力計画 山本　克巳 通商産業省　機械情報産業局　素形材産業室　課長補佐

技術移転計画 大島　敏和 財団法人素形材センター　テクニカル・アドバイザー

人材育成 山内　智香子 財団法人素形材センター　企画室　主任

評価監理 穂積　武寛 国際協力事業団　鉱工業開発協力部　鉱工業開発協力第一課　職員

評価分析 渡辺　亜矢子 株式会社地域計画連合
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１－４　調査日程

日 順 月　日 曜 日

１ ８月21日 月

２ ８月22日 火
３ ８月23日 水
４ ８月24日 木
５ ８月25日 金
６ ８月26日 土

７ ８月27日 日

８ ８月28日 月

９ ８月29日 火

10 ８月30日 水

11 ８月31日 木

12 ９月１日 金

13 ９月２日 土

14 ９月３日 日

15 ９月４日 月

16 ９月５日 火

日　　　程
金子団長、山本団員、大島団員、
　　 山内団員、穂積団員

移動：東京→シンガポール
→コロンボ（SQ997/SQ402）
10:00 日本国大使館表敬（青山書記官）
11:00 JICA事務所との打合せ（海保所長）
13:30 財政計画省対外援助局表敬（ジャヤマハ部長）
15:00 IDB表敬（ジャヤシンハ会長）
16:00 工業開発省表敬（フルガレ次官）
18:00 団内打合せ
  9:00 全体打合せ（調査団、専門家）
10:00 スリランカ側評価チームとの協議１
13:30 サイト、ターゲット製品視察
15:30 専門家チームとの協議１
  9:30 IDBとの協議（ジャヤシンハ会長）
13:30 専門家チームとの協議２
16:30 ジナセーナ前スリランカ鋳造協会会長訪問
17:30 団内打合せ
  8:30 スリランカ側評価チームとの協議２
12:00 財政計画省国家計画局訪問（ペレラ部長）
15:00 専門家チームとの協議３
18:30 IDB主催夕食会
  9:00 スリランカ側評価チームとの協議３
11:30 C／ Pとの協議
13:30 専門家チームとの協議４
16:00 民間鋳造工場視察（ニルワラ社、アシリ社）
ミニッツ案作成
民間鋳造工場視察（エドナ社ほか）
  9:00 スリランカ側評価チームとの協議４
　　　合同調整委員会資料作成
10:00 合同調整委員会（於　工業開発省）、合同評価報告書・
　　　ミニッツ署名
15:00 JICA事務所、日本国大使館報告
18:30 調査団長主催夕食会（於　ガラダリ・ホテル）
移動：コロンボ→シンガポール→東京（SQ401/SQ012）

備　考

コロンボ着
8/22 0:05

コロンボ着
8/28 0:05

　渡辺団員（コンサルタント）
　
移動：東京→シンガポール→
コロンボ（SQ997/SQ402）
専門家インタビュー
専門家、関係機関等インタビュー
C／P、関連団体等インタビュー
専門家との打合せ
データ整理・分析

データ整理・分析

宿泊先：ガラダリ・ホテル（64Lotus Road, Colombo-1）
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１－５　主要面談者

〈スリランカ側〉

（1）評価チーム

Mr. Arnold P. Manchanayake Chairman, Foundry Development & Services Institute

Mr. G. Gunawickrama Director, Ministry of Industry and Development

Mr. B. S. N. Fernando Deputy Chief Engineer / Foundry Manager Industrial Development Board

（2）工業開発省（Ministry of Industrial Development：MID）（評価チーム除く）

Mr. Sumanasiri Hulugalle Secretary

Mr. W. Dheerasekera Additional Secretary

Mr. Roy Jayasinghe Additional Secretary

（3）財政計画省（Ministry of Finance and Planning）

Mr. J. H. J. Jayamaha Director, Japan Division, Department of External Resources

Ms. S. C. Perera Director, National Planning Department

（4）スリランカ鋳造協会（Foundry Development & Services Institute：FD&SI）（評価チーム除く）

Dr. Nihal Jinasena Treasurer (Former Chairman)

（5）工業開発委員会（Industrial Development Board：IDB）（評価チーム除く）

Mr. H. M. V. Jayasinghe Chairman

Mr. C. Kalupahanage General Manager

Mr. S. L. P. Stambo Chief Engineer

Mr. K. Sethuramalingam Mechanical Engineer

Mr. S. P. Guluwita C ／ P（溶解）

Mr. R. M. Munasinghe C ／ P（溶解、試験検査）

Mr. R. A. Weelasuriya C ／ P（木型）

Mr. S. M. P. Abeykoon C ／ P（木型）

Mr. B. A. Kumarasiri C ／ P（造形）

Mr. W. D. Leelaratne C ／ P（造形）

Mr. W. A. R. Dabarera C ／ P（試験検査）

Ms. M. L. Cooray C ／ P（試験検査）
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〈日本側〉

（1）在スリランカ日本国大使館

青山　健治 二等書記官

野田　朋子 二等書記官

（2）JICA スリランカ事務局

海保　誠治 所　長

尾上　能久 所　員

（3）スリランカ鋳造技術向上計画専門家

坂牧　嘉昭 チーフ・アドバイザー

市之瀬　隆二 業務調整

平野　仁郎 溶解（理論）

沖本　謙次 溶解（実技）

前山　日出夫 木　型

福山　勲 造形及び砂処理

佐野　宣信 非鉄金属（真ちゅう）

原田　武司 非鉄金属（銅合金）
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第２章　調査結果

２－１　調査結果概要

２－１－１　プロジェクト活動概要

（1）プロジェクト概要

1） プロジェクト名　スリランカ鋳造技術向上計画

2） R ／ D 署名日　1995 年 10 月３日

3） プロジェクト協力期間　1995 年 12 月１日～ 2000 年 11 月 30 日

4） 実施機関　工業開発省（Ministry of Industrial Development：MID)

　　　　　　　工業開発委員会（Industrial Development Board：IDB)

5） プロジェクトサイト　615 Galle Road Katubeddda Morotowa

6） プロジェクト上位目標

　　スリランカ鋳造産業界における技術力と生産力が向上する。

7） プロジェクト目標

　　IDB が産業界に適正な技術を提供できるようになる。

8） 期待される成果

①　プロジェクト管理部局が強化される。

②　鋳造用機材が調達、据え付け、操作、保守管理されるようになる。

③　C／ Pの技術力が向上する。

④　鋳造関連研修コースが体系的に実施されるようになる。

⑤　鋳造に係る新技術が IDBによるセミナーや広報資料を通じて業界に紹介される。

9） 技術協力分野

①木型製作、②溶解、③造型、④試験の４分野

（2）これまでの活動実績（2000 年８月までの実績）

1） 日本側の投入状況

①　専門家派遣　　長期専門家　12名、　短期専門家　35 名

②　供与機材　　　約３億 7,800 万円

③　研修生受入れ　15 名

④　総事業費　　　約 10 億 8,500 万円（2000 年度見込みを含む）

2） スリランカ側の投入状況

①　C／ Pの配置

管理部門　３名　　　技術部門　８名　合計 11名（2000 年８月現在）
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②　プロジェクト経費　8,400 万スリランカルピー（1999 年末までの累積）

③　その他の投入　　　建物、設備、材料等の提供

3） プロジェクトの活動総括

a） 木型製作数　　　　　76 点

b） 溶解総重量　　　　　59 ｔ

c） キュポラ溶解数　　　33 回

d） 高周波誘炉溶解数　　134 回

e） 鋳造品製作数　　　　5,800 点

f） 研修コース開催数　　木型製作５回、造型５回、溶解３回

g） 鋳造セミナー開催数　６回

h） 研修教材作成数　　　木型製作、造型、溶解、検査　各１冊

i） 研修ビデオ作成数　　木型製作、造型、溶解、非鉄鋳物、検査　各１巻

（3）ターゲット製品試作状況

1） ターゲット製品

①　ステージⅠ（製品名：ブッシュ、重量：１ kg、形状：円・角組み合わせ）

②　ステージⅡ（製品名：エルボー、重量：１ kg、形状：曲管状）

③　ステージⅢ（製品名：ブラケット、重量：10kg、形状：筒・板組み合わせ）

④　ステージⅣ－１（製品名：ギアホイール、重量：14kg、形状：輪状）

⑤　ステージⅣ－２（製品名：クレーンホイール、重量：140kg、形状：輪状リブ構造）

⑥　ステージⅤ（製品名：グローブバルブボディ、重量：65kg、形状：球状）

2） 試作ターゲット製品

①　ステージⅠ（木型製作：1999年３月、鋳造数量：12、鋳造時期：2000 年７～８月）

②　ステージⅡ（木型製作：1998年 12月、鋳造数量：３、鋳造時期：2000年６～７月）

③　ステージⅢ（木型製作：1999年 11月、鋳造数量：４、鋳造時期：2000年３～７月）

④　ステージⅣ－１（木型製作：2000年６月、鋳造数量：２、鋳造時期：2000年６～７月）

⑤　ステージⅣ－２（木型製作：2000年１月、鋳造数量：13、鋳造時期：2000年１～７月）

⑥　ステージⅤ（木型製作：2000年５月、鋳造数量：２、鋳造時期：2000 年６～７月）

２－１－２　各技術分野別の技術移転状況

（1）木型製作

1） 本分野は、鋳造品製作に不可欠な裏方的役割を果たす木型の製作に関する技術の移転

を目的としている。
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2） 技術移転は、①読図、②木型図、③現図、④機械設備操作と維持管理、⑤手工具の操

作と維持管理、⑥木型製作、⑦木型検査、⑧木型の保管と補修、の各細分野について、

理論と実技によって行われている。

3） 専門家は、前山 日出夫 専門家と 阿部 正義 専門家により、プロジェクト期間を通じ

て１名が現地に駐在するように派遣されている。

4） スリランカ側の C ／ P は、Mr. N. P. Gamage、Mr. R. A. Weelasuriya の２名が配置

されたが、Mr. N. P. Gamage は途中で木材アレルギー症のため、Mr. S. M. P. Abeykoon

に交代になった。３名については我が国での C ／ P 研修が行われている。

5） 機材は、木型製作設備及び工具類などが供与されている。

6） 技術移転の状況

　本分野の技術移転状況は、理論、実技ともおおむね順調に移転され、C／Pはターゲッ

ト製品ステージⅤ程度の木型について独力で製作ができ、かつ他の技術者に対し、その

製作をおおむね指導できるレベル（レベル４）に達していると評価される。

（2）造　型

1） 本分野は、鋳造品製作の企画・設計的役割を果たす鋳造方案（立案）技術、中心的役

割を果たす鋳物砂管理、造型・鋳込み技術、及び補助的役割を果たす鋳仕上げ技術の移

転を目的としている。

2） 技術移転は、①鋳造方案、②フラン砂手込造型、③生型砂手込造型、④生型砂機械造

型、⑤中子造型、⑥鋳込み、⑦機械と工具による鋳仕上げ、の各細分野について、理論

と実技により行われている。

3） 専門家は、岩見 修治 専門家と 福山 勲 専門家が長期専門家として派遣された。一部

の期間は 阿部 専門家、岩見専門家が短期専門家として派遣され、プロジェクト期間を

通じておおむね１名が現地に駐在するように派遣されている。

4） スリランカ側の C ／ P は、Mr. B. A. Kumarasiri、Mr. W. D. Leelaratne の２名が配

置されている。２名には我が国での C ／ P 研修が行われている。

5） 機材としては、造型機、生型砂混練・処理設備、フラン砂混練・処理設備などが供与

されている。

6） 技術移転の状況

　本分野の技術移転状況は、鋳造方案（立案）技術及び鋳物砂管理技術の一部を除き、

理論、実技ともおおむね順調であった。C／Pはターゲット製品ステージⅤ程度の鋳造

品が独力で製作ができ、かつ他の技術者に対し、その製作をおおむね指導できるレベル

（レベル４）に達していると評価される。残る課題としては、上述の鋳物方案（立案）技
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術、鋳物砂管理技術の一部のほかに、民間鋳造工業における旧式造型方案（土間型造型

方式）などに対する改善指導技術力の経験による修得である。

（3）溶　解

1） 本分野は、造型とともに鋳造品製作の中心的役割を果たす鋳鉄及び非鉄鋳物の溶解技

術の移転を目的としている。

2） 技術移転は、①冶金理論、②高周波誘導炉溶解、③キュポラ溶解、④非鉄合金（銅合

金）鋳物溶解技術、の各細分野について、理論と実技により行われている。

3） 専門家は、福地 慣 専門家、平野 仁郎 専門家、沖本 謙次 専門家が長期専門家とし

て派遣され、星野 光男 専門家が短期専門家として派遣されている。1998年に専門家が

不在の時期が約１年間あったが、1999年８月以降には２名の長期専門家（理論と実技担

当）が同時に派遣されている。

4） スリランカ側の C ／ P は、Mr. S. P. Guluwita、Mr. D. N. Padumatilaka の２名が当

初から配置され、更に 1998 年からMr. R. M. Munashinghe が追加配置されて、現在３名

となっている。３名には我が国での C ／ P 研修が行われている。

5） 機材は、高周波誘導炉、キュポラなどが供与されている。

6） 技術移転の状況

　本分野の技術移転状況は、高周波誘導炉溶解に関する冶金理論及び溶解実技、キュポ

ラ溶解に関する冶金理論及び溶解実技、並びに非鉄合金（銅合金）溶解に関する冶金理

論及び溶解実技に分けられる。移転状況については、銅合金の一部（青銅の溶解及び青

銅鋳物の鋳造）を除いて順調に移転され、C／Pはターゲット製品ステージⅤ程度の材

質について独力で製作ができ、かつ他の技術者に対し、その製品をおおむね指導できる

レベル（レベル４）に達していると評価される。残る課題としては、非鉄合金鋳物溶解

（主として青銅）と鋳造品の最適材質の選定に関し、更に技術力を向上させる必要があ

る。

（4）検　査

1） 本分野は、鋳造技術のなかにあって、鋳造品の品質向上活動の支援及び品質保証を主

目的とした鋳造工程内での試験並びに鋳造品の試験・検査に関する技術の移転を目的と

している。

2） 技術移転は、①化学分析、②顕微鏡組織試験、③機械的性質試験、④外観検査、⑤寸

法検査、の各細分野について、理論と実技により行われている。

3） 専門家は、佐藤 實 専門家が 1998 年に短期専門家として、平野 専門家が 1999 年に
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長期専門家として派遣されている。

4） スリランカ側の C ／ P は、Mr. W. A. R. Dabarera が当初から、Ms. M. L. Cooray が

1997 年から、Mr. R. M. Munashinghe が 1998 年から配置されている。現在３名体制で

ある。３名については我が国での C ／ P 研修が行われている。

5） 機材は、発光分光分析機、万能引張試験機、硬度計、金属顕微鏡などが供与されてい

る。

6） 技術移転の状況

　本分野の移転状況は、理論、実技ともおおむね順調に移転され、C／ Pは既述の各試

験、検査の各細分野について他の技術者に対し、おおむね指導できるレベル（レベル４）

に達していると評価される。しかし、目視検査のなかの鋳造欠陥の見分け方及び寸法技

術については、形状、寸法的に多種類の鋳造品に接する必要があり、この意味から今後

更に専門家の指導の下で多くの鋳造品について検査経験を積む必要がある。

２－１－３　民間鋳造業界への技術サービスの実施状況

（1）研修コースの実施状況

1） IDB の研修コースは、木型製作、造型、溶解の３コースを設定している。いずれも期

間は３週間のコースとなっている。１回当たりの受講可能人数は、木型で４名、造型と

溶解が６名となっている。受講料はいずれも2,500スリランカルピーである。これまで

に３コース合わせて 13 回開催され、総研修受講者数は、79 名となっている。

2） 木型製作コースは、これまでに５回開催している（1998 年５月、1999 年３月、６月、

９月、2000 年２月）。研修受講者数は合計で 22 名である。

3） 造型コースも、これまでに５回開催している。（1998 年 11 月、1999 年３月、８月、

11 月、2000 年３月）。研修受講者数は、合計で 36 名である。

4） 溶解コースは、これまでに３回開催している（1999 年７月、10 月、2000 年５月）。

研修受講者は、合計で 21 名である。

5） 研修コースの評価に関しては、受講生からは研修内容については満足しているとのア

ンケート回答が寄せられている。なお、派遣元の企業での機材が未整備のため、修得し

た知識及び技術が研修後に生かしきれないとの回答もみられる。

6） 技術移転の状況

　C／Pは研修コースの講義、実技ともに独自で十分に実施できるようになっている。残

されている課題としては、民間企業の設備状況を考慮した研修コースの設定など、民間

のニーズをとらえた研修内容の多様化を図ることがあげられる。
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（2）セミナーの実施状況

1） セミナーは、これまでスリランカ国内各地で６回開催している〔1998 年５月、11 月

（２回）、1999 年８月、９月、2000 年３月〕。テーマは、「最新鋳造技術」、「非鉄鋳造技

術」、「鋳造業界の問題解決」、「適正技術による鋳造業界の問題解決」、「鋳造方案」であ

る。参加者合計は 431 名となっている。

2） セミナー評価に関しては、特に家内工業規模の多い地方で開催したセミナーが好評で

ある。

（3）出版物・教材の作成状況

1） 技術雑誌にプロジェクト紹介を適宜行った。

2） 研修教材は、木型製作、造型、溶解及び検査について、現地語で各１冊作成した。研

修ビデオも、木型製作、造型、溶解、非鉄鋳物及び検査に関し、現地語で各１巻作成し

た。

（4）工場巡回指導等の実施状況

1） 機会をとらえて企業を訪問し、技術相談を行っている。ただし、もっぱら専門家が主

体となって行っている。

2） プロジェクト活動に支障のない範囲で企業からの受注生産を行った。

3） スリランカ鋳造業界の現況調査を 2000 年３月に調査会社に委託実施し、現状及び抱

える課題を明らかにした。

4） 技術移転の状況

　機会をとらえて企業訪問・技術指導を行っているが、これまでのところ、専門家が中

心的役割を果たしている。今後は、C／Pが自立して指導できる能力を向上させること

が必要である。他方、民間企業の抱える問題は多様であることから、応用力、技術指導

能力を養成する必要がある。

２－１－４　合同評価報告書の概要

（1）評価結果要約

1） 目標達成度

　本計画における技術移転はおおむね順調に行われており、協力期間終了時までには全

協力分野において、C／Pはターゲット製品の製作等を通じて基本的鋳造品の製作・指

導が可能な技術水準を達成する見込みである。しかしながら、大型機材の導入・安定運

用に時間を要したことから技術移転の時間が限られ、全体的に経験不足であり、鋳造業
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界の有する様々な技術的要請に対して指導的役割を果たすまでのレベルには達していない。

　鋳造業界に対する技術サービスの提供のうち、セミナーや研修コースの実施に関して

は、C／Pが自力でできるまでに至っている。しかしながら、民間鋳造業界の工場巡回

指導や技術コンサルティングについての期待は大きく、これについては、C／Pの能力

は限定的であるといわざるを得ない。このため、終了時評価としては、「IDBが産業界に

適正な技術を提供できるようになる」との本プロジェクトの目標は十分には達成されて

いないと考えられる。

2） 効　果

　IDBは、木型製作、造型、溶解、試験・検査に関する技術力を向上させた。これによ

り、研修、セミナー、試験サービス、及びある程度の技術コンサルティングを提供でき

るようになった。事実これまでに、研修13回、セミナー６回、その他の試験・検査サー

ビスの提供が行われている。さらに、IDBは先端技術と設備を保有する機関として、そ

の活動に対する高い評価を得るとともに、産業界の環境面への関心も高めた。なお、上

位目標を達成するためには、IDBは民間セクターに対する技術コンサルティングサービ

スを適切に実施するための技術力を更に向上させることが必要と考えられる。

3） 効率性

　協力の規模、タイミング、支援体制、他機関との連携はおおむね適切であり、投入は

効率的に成果につながった。これは主として、レベルの高いC／Pの配置と経験豊かな

専門家の派遣によるものである。鋳造方案と非鉄合金鋳物の専門家が早期に派遣されて

いれば、活動は更に効率的であったと考えられる。機材供与に関しては、大型機材の導

入・安定運用に時間を要したことを除き、おおむね適切であった。

4） 妥当性

　「スリランカ鋳造業界における技術力と生産能力が向上する」との上位目標は、スリラ

ンカ工業開発マスタープランの目標の１つとなっている機械工業を発展させるための裾

野産業である鋳造業を発展させるという政府の方針と合致している。この分野における

人材不足がみられるものの、鋳造技術者の養成研修を提供する機関はほかには存在しな

い。プロジェクト目標は、本セクターのニーズに適合している。IDBは指導機関として

設立され、その役割に合致していることから、プロジェクト・サイトとして最適であっ

たと評価できる。

5） 自立発展性

　IDBがその活動を実施するための管理体制が確立された。工業開発省はこれまでIDB

を支援しており、今後もその支援の継続が期待される。プロジェクトに必要な予算は十

分に供給されてきており、工業開発省は今後も必要な支援を行うとしている。しかしな
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がら、IDBは今後、活動経費をできるだけ多くの自己収入により賄うことが期待されて

いる。このため、IDBは民間業界と競合しないよう高度技術が必要とされる製品の受注

製作・販売を開始し、これによる自己収入の増加の可能性もでてきている。IDBのC／P

の技術力は、更に活動を維持発展させるに十分な程度まで向上された。

（2）結　論

　結論として、計画は順調に行われており、協力期間終了時までには全協力分野において

おおむね目標技術レベルが達成される見込みである。しかしながら、大型機材の導入・安

定運用に時間を要したことから、技術移転に十分な時間が割り当てられず、C／ Pは業界

の様々な技術的要請に応じるには実践経験が不足している。また、同様の理由から、鋳造

業界に対する技術サービスの提供についてもこれまで限定的であった。このため、終了時

評価としては、「IDBが産業界に適正な技術を提供できるようになる」との本プロジェクト

の目標は十分には達成されていないと考えられる。

（3）提　言

　JICAの協力を得て作成された工業開発マスタープランのなかの一般機械工業発展計画に

おいて抽出された製品に関し、民間部門の抱える種々の課題の解決、製品品質の向上、基

礎生産力を活用した新製品の開発などを支援するためには、工場巡回指導や技術コンサル

ティングの重要性が増加すると思われる。この点に関し、IDBが今後、技術サービスを適

切に提供していくためには、基礎生産技術力を活用した応用力が必要であり、このための

技術の向上を更に継続していく必要がある。よってフォローアップ活動として協力の継続

が必要と認められる。

２－１－５　フォローアップ活動計画

（1）目　的

1） PDM に設定されているプロジェクト目標と成果において、目標レベルに達していな

い部分について補完的な技術指導を行う。

2） プロジェクト成果の持続性、IDB の自立的発展性確保の観点から、IDB と鋳造業界の

関係強化に係る取り組みに関する側面的支援を行う。

（2）期　間

　２年間。開始時期は、専門家のリクルート状況による。
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（3）技術移転項目

1） C ／ P に対する補完的技術移転

①　鋳造方案

②　造型・調砂

③　非鉄鋳物（青銅）

④　木型製作

⑤　最適材料選択

⑥　試験検査

2） 鋳造業界との関係緊密化の支援

①　工場巡回指導

②　技術コンサルティング

（4）投　入

〈日本側〉

　長期専門家及び短期専門家

〈スリランカ側〉

　ローカルコストほか
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２－２　調査結果

１．評価用プロジェク
ト・デザイン・マト
リックス（PDM）の確
定

２．評価調査方法

３．合同評価報告書の作
成

（1）プロジェクト目標
の達成度

○1998年５月の巡回指導調査団
において、技術移転の進捗度
を測るための指標を設定し直
し、併せてPDMの改訂を行っ
た。

○終了時評価にあたり、プロ
ジェクトにおいて、PDMの内
容について再度検討を行った。

○評価用 PDM において、プロ
ジェクト目標は「IDBが鋳造業
界に対し、適切な技術サービ
スを提供できるようになる」
ことであると整理されている。

調査項目

○指標の妥当性、関連データの
入手可能性等、PDMの内容を
日本、スリランカ双方の評価
チーム間で再確認し、終了時
評価用PDMを確定する。

○今次終了時評価は概略以下の
手法にのっとり、実施する。

（1）「評価用PDM」をベース「評
価５項目」に従って、調査項
目、確認事項、及び情報源を
整理し、「評価グリッド」に
まとめる。主たる情報源は
以下のとおり。

①スリランカ工業開発省
②スリランカ工業開発委
員会（IDB）
③スリランカ鋳造協会
（FD&SI）
④ IDB の技術サービスを
受けたことのある企業・
機関
⑤専門家
⑥C／P
⑦プロジェクト四半期報
告書、技術移転進捗度
表、等の諸資料

（2）評価グリッドに従って情
報収集・分析を行い、「終了
時評価調査表」に評価結果
を取りまとめる。

（3）評価結果をスリランカ側
と協議のうえ、合同評価報
告書に取りまとめ、合同調
整委員会において署名を行
う。

○合同評価報告書には以下の項
目を含むものとする。

○プロジェクトの成果の達成度
合い、及びそれらがプロジェ
クト目標の達成にどの程度結
び付いたかを検討する。

○左記のとおり協議し、評価用
PDMを確定した。

○スリランカ側に左記を説明し、
理解を得た。

○主要協力分野（木型、造型、溶
解、試験検査）におけるC／P
への技術移転はおおむね順調
に実施されている。

現状及び問題点 対処方針（案） 調査結果
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（2）案件の効果 ○評価用PDMにおいて、本件プ
ロジェクトの上位目標は「ス
リランカの鋳造業界の技術力
と生産力が向上する」ことで
あると整理されている。

調査項目

○また、成果から目標につなが
るのを促進又は阻害した各種
要因についても調査を行う。

○上位目標に対するこれまでの
プロジェクトを通じた協力の
貢献度を評価する。

○直接的、間接的に本件プロ
ジェクトの活動がスリランカ
鋳造業界ないしスリランカ社
会・経済に及ぼした影響につ
いて調査し、評価を行う。

○難易度別のターゲット製品並
びに技術レベル評価基準を設
定し、モニタリングを行って
おり、プロジェクト終了時ま
でには、すべての協力分野に
おいて、C／Pは少なくとも独
力で作業を行うことができる
ようになる見込みである。

○また、基本的事項については、
第三者への技能指導を行うこ
とも可能である。

○鋳造業界に対する技術サービ
スについては、研修コースを
定期的に開催しているほか、
技術セミナーの開催、各種パ
ンフレット、ガイドブック等
の発行、受注生産、試験検査
サービス等を行っている。

○しかし、C／Pは全体的に実務
経験に乏しく、鋳造業界の多
様なニーズに技術的に十分対
応できるレベルにあるとはい
い難い。

○また、各企業に対する巡回指
導のような技術サービスにつ
いても、限定的にしか実施で
きていない。

○したがって、IDBが鋳造業界に
「適正な技術サービス」を十分
に提供しているとはいえない。

○プロジェクトの供与機材の調
達、据え付け及び安定的運転
までに当初想定以上の時間を
要し、C／Pへの実質的技術移
転の時間が制限を受けた。

○鋳造業界からは、プロジェク
トで設定された技術レベルを
超える内容の要請が出ること
がある。

○C／Pの技術力が向上したこと
により、IDBは研修コース、セ
ミナー、試験検査サービス等
を実施できるようになってお
り、鋳造業界の技術向上に寄
与している。

○IDBに対して供与した機材は、
生産効率、環境への配慮等の
観点から、鋳造業界関係者の
認識を向上させることに成功
している。

現状及び問題点 対処方針（案） 調査結果
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（3）実施の効率性
①　投入の確認

②　実施の効率性

（4）計画の妥当性

○日本側
　暫定実施計画（TSI）に基づき、
専門家派遣、研修員受入れ、機
材供与を実施した。
　
（2000年９月までの投入実績）
　ア　専門家派遣
　　・長期専門家　　延べ12名
　　・短期専門家　　延べ35名
　イ　研修員受入れ　　　15名
　ウ　機材供与　　
　　　　　　　約３億8,000万円
　エ　現地業務費　約1,200万円
　オ　総経費　約10億8,500万円

○スリランカ側
　ア　ローカルコスト措置　　
　約 8,400 万スリランカルピー
　（1996～ 1999合計）
　イ　C／P配置　　　　11名
　ウ　建物施設整備
　エ　機材調達

○おおむね計画どおりであった
が、供与機材の調達及び据え
付けに時間を要した。

○スリランカ政府は市場原理に
基づく経済政策の下、国内産
業の再活性化を図っている。
特に機械工業部門においては、
鋳造業、金属加工業の振興が
図られている。

調査項目

○日本、スリランカ双方の投入
計画及び実績を確認する。

○投入の規模・タイミングの妥
当性について確認する。

○投入とプロジェクトの成果と
の関係について確認する。

○プロジェクトの支援体制につ
いて確認する。

○他の援助機関等との協力関係
の有無について確認する。

○スリランカの現在の産業政策
における本件プロジェクトの
位置づけを確認し、上位目標
の妥当性を確認する。

○左記について確認した。

○日本側からの大型機材の投入
に想定以上の時間を要したが、
その他の専門家派遣、研修員
受入れ、機材供与はおおむね
妥当であった。

○スリランカ側投入については、
タイミング・規模ともに妥当
なものであった。

○協力規模、協力分野の設定は
おおむね適切であり、日本、ス
リランカ双方の投入は、C／P
の技術レベル向上及び技術
サービスの実施に効果的に利
用されたことを確認した。

○スリランカ側の実施体制、日
本側の国内支援体制ともに、
大きな問題なくその機能を果
たした。

○ IDBは現在は他の援助機関と
は協力関係を有していないが、
JICAの類似案件との間で技術
交換事業を通じ、意見交換を
行った。

○スリランカ政府が策定中の工
業開発マスタープランにおい
て、機械産業は重点産業の
１つとなっており、鋳造業は
その裾野産業と位置づけられ
ている。

現状及び問題点 対処方針（案） 調査結果
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（5）プロジェクトの自
立発展性の見通し
①　組織的側面

○ただし、スリランカの鋳造業
界は、自由貿易協定の影響な
どにより、厳しい価格競争を
強いられている。

○スリランカの機械工業部門の
基盤である鋳造業の振興にお
いては、IDBが積極的な役割を
果たすことが期待されている。

○現在のIDBチェアマンは、IDB
と民間の関係強化を重視して
おり、チーフ・エンジニア及び
鋳造部長とも、民間経験者を
配置している。

調査項目

○プロジェクト目標と上位目標
の整合性、受益者のニーズと
の整合性の確認を通じ、現時
点及び協力終了後におけるプ
ロジェクト目標の妥当性を確
認する。

○上位目標、プロジェクト目標、
成果及び投入の相互関連性に
ついて、計画設定の妥当性を
確認する。

○ニーズ把握状況、プロジェク
トの計画立案、相手国実施体
制、国内支援体制等の観点か
ら、妥当性に欠いた要因の有
無を確認する。

○スリランカの産業政策におけ
るIDBの位置づけを確認する。

○ IDBの組織体制を確認する。

○スリランカ政府は鋳造業振興
をこれまでどおり継続する方
針であることを確認した。

○スリランカの鋳造業界は政府
の開放的な経済政策により、
外国製品との価格競争にさら
されており、自国製品の品質
向上が喫緊の課題となってい
る。

○ IDBが適切な技術サービスを
提供することにより、鋳造業
界の技術レベルの向上を図る
ことの重要性はかつてなく増
しており、プロジェクト目標
は妥当なものであることを確
認した。

○ IDBは確実にその技術力を向
上させ、鋳造業界に対する技
術サービスの提供を強化して
きている。鋳造業界からは、更
なるサービス強化の要望も強
く、計画設定は妥当であった
と判断される。

○1998年５月の巡回指導調査時
にPDMを見直し、プロジェク
ト目標を「IDBの技術サービス
提供能力の向上」としたが、こ
の変更は適切なものであった
と判断される。

○インド、スリランカ間の自由
貿易協定の締結は、短期的に
はスリランカ鋳造業界に厳し
い競争を強いるものであり、
IDB の技術サービスの強化が
一層求められる状況となって
いる。

○スリランカ工業開発省は中小
企業振興を目的とする IDBの
役割を重要視していることを
確認した。

○チーフ・エンジニア及び鋳造
部長とも、民間企業での業務・
研修経験があり、IDB鋳造部門
の活性化、鋳造業界との関係
強化に意欲的に取り組む方針
であることを確認した。

○ IDB はスリランカ鋳造協会
（FD&SI）との関係を修復、緊密
化させる方針であり、FD&SIも
IDBとの関係強化には前向きで
あることを確認した。

現状及び問題点 対処方針（案） 調査結果
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○現在、スリランカは戦時体制
が敷かれており、政府関係機
関の予算は一律６％カットさ
れている。しかし、IDB鋳造部
門においては、受注生産の増
加や、試験検査サービスの実
施等により、自己収入が増加
傾向にある。

○プロジェクトにおいて独自に
設定されているC／Pの技術レ
ベル評価基準に基づく報告で
は、プロジェクト終了時まで
には各協力分野において、C／P
は自ら作業を行えるレベルを
達成できる見込みである。

○C／Pの技術レベルが向上した
ことにより、研修コースや各
種受注品生産もこなせるよう
になってきている。

○協力分野によっては、習熟度
が不十分であり、民間の依頼
内容によっては、対応が困難
な場合もある。

○スリランカの鋳造業界は厳し
い競争にさらされており、民
間のニーズに対応した適切な
技術サービスをタイムリーに
提供していく必要がある。

調査項目

○IDB鋳造部門の予算及び実績、
自己収入の割合、見通し等に
ついて確認する。

○C／ P の技術レベルを確認す
る。

○現在の IDB の提供する技術
サービスに関する、鋳造業界
の意見を調査する。

○調査結果を総合し、IDBに対す
る短期・中長期の提言、及び今
後の類似案件実施における教
訓を導き出す。

○ IDB鋳造部門の受注製作件数
は増加傾向にあり、徐々にで
はあるが、自己収入は増加し
ていることを確認した。

○スリランカ財政計画省として
は、IDBが自らの事業の有効性
を明らかにし、かつ管理費部門
において国家予算への依存を減
少させることを求めている。

○最新のモニタリング結果によ
り、C／Pがプロジェクト終了
までにはすべての分野につい
て、少なくとも自ら作業を実
施できるレベルを達成する見
込みであることを確認した。

○C／Pは以前に比して、高度な
技術レベルを要する受注生産
などもこなしつつある。IDBに
対する技術相談の件数も増加
傾向にあることが確認された。

○ただし、依頼内容によっては、
C／Pの現在の技術レベルを超
えるか、対応に時間を要する
ため、IDBとしての対応を断念
せざるを得ないケースもある
ことを確認した。

○民間の鋳造業者に対する巡回
指導は限定的にしか行われて
おらず、専門家が中心となっ
て対応することも多かったこ
とを確認した。

○回収できた回答においては、
これまで IDBの実施してきた
技術サービス、特に研修につ
いては高い評価が与えられて
いる。

○ただし、今後は鋳造品の品質
向上及び技術者の技術レベル
向上のため、更に技術サービ
スの内容を充実させることが
求められていると判断される。

○C／Pの技術は所期のレベルに
ほぼ到達したといえるが、よ
り多くの実務経験を積む必要
性が認められる。

○鋳造業界との関係を一層緊密
化させ、より適切な技術サー
ビスの実施を図っていく必要
がある。

現状及び問題点 対処方針（案） 調査結果

②　財政的側面

③　技術的側面

（6）教訓・提言



－ 20 －

○2000年度暫定実施計画（TSI）
に基づき、プロジェクト終了
までの協力を実施する。
　
　（2000年９月以降の投入）
　・短期専門家　　　４名予定

○スリランカ側からは、C／Pの
鋳造技術の習熟度を上げ、か
つ民間に対する技術サービス
を充実化することによる IDB
のプレゼンス強化に関し、
フォローアップ協力の正式要
請書が提出されている。

調査項目

○要すれば、プロジェクト終了
後の協力継続の必要性に係る
提言を盛り込む。

○上記３．で取りまとめた合同
評価報告書の評価結果を承認
するとともに、下記について協
議した結果をミニッツに取りま
とめ、併せて署名・交換する。

○左記を確認し、ミニッツに記
載する。

○終了時のセミナー、セレモ
ニーの規模、内容等について
確認する。

○評価調査結果に応じ、要すれ
ば、フォローアップ協力の概
要（目的、期間、協力内容等）
について、スリランカ側と協
議を行い、必要に応じてミ
ニッツに記載する。

○プロジェクト目標をより高い
レベルで実現するため、補完
的な技術指導を行う必要があ
ると認められる。

○協力の成果の持続性、IDBの自
立発展性確保の観点から、鋳
造業界との関係強化に係る取
り組みを側面的に支援する必
要性があると認められる。

○合同調整委員会を開催し、合
同評価報告書及びミニッツに
署名・交換を行った。

○左記を確認し、ミニッツに記
載した。

○11月前半に終了時セミナー及
びセレモニーを同時開催する
予定であることを確認した。

○スリランカ側と協議の結果、
以下のとおりミニッツに記載
した。

①　目　的
・プロジェクト目標を達成
するための補完的技術研
修

・民間との関係強化に係る
IDBへの側面的支援

②　期　間
・２年間
・開始時期は未定
③　協力分野
・補完的技術研修
　鋳造方案、造型・調砂、非
鉄鋳物（青銅）、木型、最
適材料選定、試験検査

・民間との関係強化
　巡回指導、技術コンサル
テーション

④　投　入
・日本側
　専門家派遣
・スリランカ側
　必要なローカルコスト負
担

現状及び問題点 対処方針（案） 調査結果

４．合同調整委員会の開
催

（1）協力期間内の協力

（2）協力期間終了後の
協力
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調査項目

○フォローアップの協議にあ
たっては、JICA案をベースに
し、評価調査結果も参考にし
つつ、詳細を検討する。

○可能であれば、協議結果に基
づいてPDM、活動計画（PO）等
の素案を作成する。

○フォローアップについては、
終了時評価終了後、別途各省
会議を開催し、実施の是非、期
間、内容等について検討し、日
本側案を決定するものとする。

○ノン・コミッタルベースで、投
入内容についてスリランカ側
と意見交換を行った結果、以
下を参考に検討することとし
た。

①　長期専門家　２名
・鋳造方案・造型
・短期の１分野＋業務調整
②　短期専門家　５名
・民間の造型技術改善指導
・非鉄鋳物（青銅：工業製品）
・木型（骨組型等）
・鋳造工場経営（生産管理、
マーケティング）

・鋳造品の最適材質選定
・試験検査（寸法・肉眼検査）

○フォローアップの内容に関す
る国内での検討が終了しだい、
スリランカ側と協議のうえ、
PDM、PO等を作成することと
なった。

○左記についてスリランカ側に
説明し、理解を得た。

現状及び問題点 対処方針（案） 調査結果
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第３章　調査団所感

３－１　団長所感

（1）計画の実施状況

　本プロジェクトは、日本側の投入でみると機材供与額約３億 7,800 万円、総額約 10 億

8,500万円とプロジェクト方式技術協力のなかでは大型案件の１つといえる。これに対し、

スリランカ側も約8,400万スリランカルピー（約１億2,000万円）とかなりの投入が行われ、

実績状況にまとめられているように、精力的な活動が行われた。

　技術移転とその評価は、鋳造技術の各種要素を容易なものから高度なものまで適切に折り

込んだ６種類のターゲット製品を設定し、その試作を通じて行われた。技術移転の状況は、

ひと言でいえば、ターゲット製品を自ら作成する能力と他人に指導できる能力の移転は一応

できたといえよう。しかしながら、５年のプロジェクト期間の前半のかなりの部分が機材の

据え付けに費やされたため、実技による技術移転の期間は限られたものとなってしまった。

このため、ターゲット製品の製作回数が限られ、技術力の定着や応用力の向上という観点か

らは必ずしも十分とはいえない状況である。他方、スリランカ鋳造業界の技術的な要請は各

種様々であり、これらに適切に対応するためには、更に技術の応用力を必要とすると考えら

れた。このため、「スリランカ鋳造業界に対して適切な技術を提供できるようになる」とのプ

ロジェクト目標に照らした場合、必ずしも満足できるレベルとはいえず、これを補うための

フォローアップが必要と判断された。

（2）IDB の抱える課題

　どのようなフォローアップを行うべきかが協議のもうひとつの中心になったが、その前に

調査団が感じた工業開発委員会（IDB）の抱える課題について述べたい。

1） 鋳造業界の置かれている厳しい現状

　スリランカ政府は国際通貨基金（IMF）・世界銀行の指導の下、経済の開放路線を推進

している。経済開放路線の推進は海外市場の獲得の機会が増加するものの、他方におい

て安価な海外品の国内大量流入という負の面も有している。現実にはスリランカより人

件費の安い中華人民共和国、インドなどからの安価な鋳造品の流入により、スリランカ

鋳造業界は極めて厳しい環境に追い詰められている。この様子はプロジェクトが2000年

３月に実施した調査結果に詳しく述べられている。また、我々が訪問した民間関係者か

らも同様の説明があり、事実、視察したなかで最も近代化しているエドナ社においても

稼働率は 25％程度であった。

　このような状況を打破するためには、より高付加価値の製品製造が必要であり、海外
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市場への輸出も視野に入れるべきである。しかし、多くのスリランカ鋳造企業は自己資

金の欠乏、古い技術力という従来からの課題に加え、流入する多量の安価な鋳造品を前

にして、前途に対する希望を失っている。

2） IDB の財政的自立への要求

　本プロジェクト実施中にIDBをめぐる環境に大きな変化があった。すなわち、IDBが

財政的に自立することへの要求である。このため、IDBの鋳造部門も事業費を自己収入

により賄うことが求められている。どの程度の自立を求められるかは関係者により異な

りはっきりしないが（IDB側の意識は完全な自立をめざしており、財政計画省担当官は

３分の１から半分程度でも可と発言）、いずれにせよ相当の自立が求められよう。しか

し、IDBの研修費用や技術サービスの収入は限られている。また、過度に生産に傾注す

ることは民間業界とのあつれきを引き起こす可能性がある。このような環境下で公的機

関としての IDBはどのような役割を果たすのか、という問題を突き付けられている。

3） 民間技術力と IDB 技術力との相違に対する不安

　IDBは今回の技術移転により、ターゲット製品を製作指導できる技術力をほぼ確保し

た。これは、質の高い鋳造品を製作指導できる基本技術である。しかし、現時点のスリ

ランカ鋳造業界は旧式の設備を用いて生産しており、今回プロジェクトで導入したよう

な近代的な設備を彼らが導入するには時間がかかるのが現実である。また、民間業界は

現実的な（例えば資金力がないというような）制約下で、旧式設備といえどもそれなり

に、ある程度の合理的運用を編み出し、生産している。また、生活をかけて生産してい

るという自負もある。このような業界を相手に、果たしてIDBが技術指導ができるのか

という不安感を有している。

（3）IDB の今後のあり方

　このような課題をスリランカ鋳造業界やIDB自身が抱えるなかで、IDBはどのように行動

し、どのような役割を果たすべきであろうか。

　IDB が果たすべき役割については、IDB 自身は、①技術移転活動（研修実施など）、②民

間企業のためのマーケティング活動、③政府と民間業界との橋渡し活動、の３点をあげてい

る（ジャヤシンハ会長発言）。基本的には、このとおりであろう。この基本線の下に調査団と

しては、具体的に次のような役割が重要なのではないかと感じた。

1） 業界全体の製品高度化のための技術センター

　スリランカ鋳造業界は多くの課題を抱えつつも、また、前途に悲観を抱えつつも、大

手の鉄系鋳造工場は民間からの注文によるミシン脚やマンホール蓋などの生産を、中小

の工場は滑車用フック、家庭用アイロンなどの生産を行い、中小の非鉄鋳造工場は装飾
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製品の生産を、各々それなりに行っている。したがって、IDBの大きな役割は、これら

の産業界の生産活動をどのように向上させるか、いかに高付加価値の製品を生産させる

か、という産業界全体の業績向上を考えることにある。産業界が安価な輸入鋳造品攻勢

にさらされているならばこそ、低付加価値の製品は輸入に任せ、より付加価値の高い製

品へのシフトを考えるべきである。IDBはその指導に必要な多くの基本技術を学んで身

に付けている。もちろん、前述したようにプロジェクトで導入した設備と地場の設備に

は大きな差があり、移転した技術のすべてが直ちに地場の中小の鋳造工場に適用できる

わけではないが、移転した技術は鋳造技術の基本であり、適用できる技術も多くある。

　調査団がみたところ、直ちに適用できる技術として具体的には、①検査分析技術の活

用、②木型製作技術の利用、などがあげられる。①については、地場の工場では製品の

成分分析も行っていなければ、原料の成分分析も行わず、経験と勘に頼る生産を行って

いる。このため、IDBが成分分析などの技術サービスを提供し、成分の一様な製品づく

りを助言する余地はかなりあるとみられた。②についても、各工場は木型やアルミ型を

利用しているものの、型造り技術の稚拙さから形状の単純な製品にとどまっている。こ

のため、IDB自身が複雑な形状の木型を産業界に供給すれば、すぐにでも付加価値の高

い製品へのシフトが可能になると考えられた。すなわちIDBは、いわば、「スリランカ鋳

造業界（株）」の検査センターなり、木型工場になることが必要ではないかと考えられた。

　他方、地場に蓄積されている技術に目を向けることも必要である。現実的な制約のな

かで、地場の企業はそれなりの合理的な手法を編み出しているところもある。したがっ

て、IDBは常に技術指導しなければならないという義務感を捨て、地場の技術で優れて

いるところは地場企業から学ぶという姿勢に転換したらよいのではないかと感じられた。

地場の技術をまだ知らないでいる別の地場企業に伝達する情報チャネルとなることも

IDBの重要な役割のひとつである。したがって、単に移転された技術を教えるだけでは

なく、地場の企業とともに生産性を向上させるには何をするべきかを一緒に考えるとい

う活動が重要である。そのような活動を行っていくうちに、移転された技術と地場の技

術が融合され、IDB自身も技術力を身に付け、また、地場企業からも頼られる存在とな

り、地場企業も生産性が向上すると考えられる。

　このように、IDBはスリランカ鋳造業界の製品高度化のための技術センターとしての

役割が求められており、その自覚をもつことが何よりも必要と思われた。

2） 業界のリーディングファクトリー

　IDBには機械工場などから破損した部品の現物が持ち込まれ、製作の依頼が多くある

という。このような場合には現物の成分分析、図面製作、木型製作、鋳造という工程が

必要であり、正にIDBに移転した技術が活用され得る。また、多数の製品製作ではない
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ことから、民間企業と競合するという問題も少なく、各機械工場もスペアパーツの入手

が容易になればそれぞれの生産も活発化しよう。このような特定品の受注生産はIDBの

役割の１つと考えられる。

　さらに、単に受注を待つのみでなく、積極的に新たな製品や他の材料で製作されてい

る製品を鋳造品で製作し、実証してみせるリーディングファクトリーとしての活動も

IDBに期待されている。このためには、ユーザー業界のニーズを把握するマーケティン

グ活動や新製品提案の企画力が重要となる。

　なお、これらの生産活動は民間企業の技術力では対応が困難な場合や採算ラインに乗

らない場合に限ることを原則とし、民間企業の技術力が向上した場合は、順次、生産を

民間にシフトしていき、IDB自身は更に高度な製品づくりをめざすことが必要であろう。

3） 業界の取りまとめ役

　今回、調査のなかで鋳造業界がスリランカ政府の貿易開放政策の影響を深刻に受け止

めていることを多く聞いた。他方、スリランカ政府がこれをどの程度認識してこの政策

を進めているかという点には若干の疑問が残った。すなわち、業界の実情やニーズを政

府は必ずしも十分把握していないまま政策が押し進められているように思えた。IDBの

会長によれば、IDBは今後業界と政府との橋渡し役も果たしたいといっているが、是非

この役割を果たすことを望みたい。

　また、業界内の取りまとめ役としての役割も重要である。IDB会長は民間企業とコン

ソーシアムを形成して海外市場の共同応札をしたいとのことであるが、その前に、我が

国を含めて海外の市場はどのような製品を欲しているか、どのような仕上がり具合を求

めているか等の情報を入手し、産業界に提供するマーケティング活動が重要である。も

ちろん、それに伴う技術指導も必要となり、それは 1）で述べた業務である。

4） 財政自立との関係

　このように考えるとIDBの果たすべき役割は多い。そしてこれらはIDBの建物・工場

内の活動というよりは、外に出て地場の鋳造工場やユーザーとなる機械工場と交流しな

がら行う活動になると思われる。また、活動の対価を明確に定めることが困難な活動で

あったり、多額の対価を求めることが困難な活動である。したがって、IDBは事業費を

自己収入により賄うことを要請されているが、このような公的役割を果たしている以上、

財政自立には限界があることを関係機関は理解する必要があると感じた。財政自立の要

請を強く迫ると、IDBは自己の工場内での活動を中心に置き、生産活動へ傾斜するおそ

れがある。それは産業界にとってもIDBにとっても良いことではない。IDB自身も公的

役割を果たす以上、財政自立は部分的にならざるを得ない旨を強く主張すべきと思われた。
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（4）フォローアップの実施にあたって

　このような認識を基に、フォローアップの方針を協議した。結果は報告のとおりである

が、基本的にはフォローアップ活動はIDBの自立性を確保することを目標に実施することが

望まれ、具体的には IDBが上記の各種役割・活動が行えるようになることを側面から支援す

ることが中心となる。すなわち、フォローアップ期間中はIDBはできるだけ実践的活動を行

うことが望まれ、専門家にはそのための自立性を引き出すような指導をお願いしたい。

３－２　山本団員

（1）政策的観点からのプロジェクト評価

　本調査団では、政府関係者であるスリランカ工業開発省（Ministry of Industrial Development）、

財政計画省対外援助局（Department of External Resources, Ministry of Finance and Planning）、

政策企画・実務省国家計画局（National Planning Department, Ministry of Policy Planning and

Implementation）、技術協力の相手方である工業開発委員会（IDB）、民間のスリランカ鋳造協

会（Foundry Development & Services Institute： FD& SI）、JINASENA Group of Companies、

エドナ社（EDONA Engineering Limited）、そのほかにもいくつかの鋳造事業者、工芸真ちゅ

う鋳物事業者とも面談調査を行うとともに、現地プロジェクトによるスリランカ鋳造業現況

調査、現地 JICA 事務所からの情報収集等、本プロジェクトの置かれている状況全般につい

て幅広く情報を収集し、その把握に努めた。

　なかでもスリランカ政府側のプロジェクトのキーパーソンである、財政計画省のMs. S. C.

Perera氏との面談及び民間の実力者であるFD& SI前会長のJINASENA Group of Companies

のジナセーナ氏との面談は、本プロジェクト及び技術移転先のIDBに対するスリランカ政府

側の期待と位置づけ並びに民間の本プロジェクト及びIDBに対する期待や受け取り方を知る

うえで重要であるとともに、フォローアップ計画にその趣旨を盛り込むことができたことは

大変有意義であった。

1） 産業政策との整合性

　スリランカ政府は2000年８月に、JICAの援助を受けて工業開発マスタープランを策

定しており、そのなかで謳われている「一般機械工業発展計画で抽出された製品に関し、

民間部門の抱える種々の課題の解決、製品品質の向上、基礎生産力を活用した新製品の

開発等」を支援するうえで、本プロジェクトは、スリランカの工業開発マスタープラン

に沿ったものである。

　しかし、1997年に現政権のUnited National Party（UNP）が IMFの指導を受けて対外

開放経済政策に転換し、関税率を引き下げ、特に完成品の税率が部品より低い状況にあ

る。それに伴って大量の外国製品が流入しており、特にインドからの国産品との競合製
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品の流入は、製造業に大きなダメージを与えている。

　本プロジェクトの鋳造業現況調査によれば、鋳造企業の57％が輸入製品と国内製品と

の競合を訴え、３分の２は生産量が伸びておらず、多くの企業は価格面での輸入製品と

の競争はもはや困難だと判断している。また、品質改善に自社としては積極的に取り組

んでいるが、顧客からは要求に応えていないお粗末な製品との評価を受けている。調査

対象 47社中 16 社が既に閉業していた。

　FD&SIの関係者によれば、完成品や部品の製造企業の多くが生産を止めており、鋳造

品の供給先そのものがなくなっている。また、対外開放政策は３年程度の余裕をもって

行うべきとして、政府の性急な政策転換を批判している。政府による国内産業への直接

的な助成はなされていない。加えて、2000年４月からスリランカ－インド間の自由貿易

協定（Free Trade Agreement）が発効しており、この問題はより一層深刻化の方向にあ

ると受け止められている。

　一方、インドからスリランカへの投資は増加傾向にあり、また、オーストラリアのよ

うに貿易障壁の高いインドへの足がかりとして、スリランカを拠点とする動きもみられ、

対外開放経済政策の利点も徐々に現れるものと見受けられる。しかし、東南アジアや北

米貿易協定等の先例をみれば、製造業での投資の多くは、自由貿易区（FTZ）のメリッ

トを活用しやすく、利益の得やすい最終組立工程のみが進出し、部品の現地調達率は低

く、国内の他の製造業への波及効果は得られ難い場合が多い。

　これから期待されるスリランカへの投資を、鋳造業をはじめとするスリランカ素形材

産業の発展に効果的に結び付られるか否かは、顧客の要求する品質、コスト、納期にど

れだけキャッチアップできるかにかかっており、また、キャッチアップするまでの期間

はあまり長くはとれないであろう。その意味でも、本プロジェクトに対するスリランカ

側の期待は非常に大きいものがある。

2） 鋳造業界への波及効果

　スリランカの鋳造企業の多くが、製品の品質をはじめ、設備や技術に改善すべき多く

の課題を抱えており、そのレベルも様々である。本プロジェクトで移転目標とした技術

のレベルはスリランカの実情に相当即したものとなっており、潜在的な波及効果は相当

高いものと予想される。

　機械装置の導入の遅れにもかかわらず、C／Pの知識レベルとしてはほぼ当初の目標

をクリアしているが、技術指導においては実践経験を通じての適応力が重要である。そ

の意味では、実践経験と適応力が十分とはいえない。

　したがって、残された期間及び今後実施される予定のフォローアップ期間において、

適応力を中心に技術移転を行うことにより、スリランカの鋳造業界全体への改善効果が
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期待される。

（2）政策的観点からの今後の協力について

　スリランカの置かれている現状からすれば、速やかに製品の品質、納期の改善を図る必要

があろう。一方、スリランカ鋳造業界及び技術移転先の IDB両者ともに、業界全体の技術的

なボトムアップよりも、より高度な技術の移転に興味が示されている。しかし、鋳造技術は

いまでも経験によるところが大きく、多くの実践経験を必要とし、また、普及技術において

も他の分野に比べ陳腐化の度合いも低い。したがって、いたずらに高度な技術より、本プロ

ジェクトで計画された技術内容により、スリランカの現状に合わせて、適用化の実践と品質

の改善を中心に着実に技術移転することが、大きな成果を生むものと考えられる。

３－３　大島団員

（1）技術移転の目標達成度概況

　本計画においては、C／ Pの到達技術レベルの目安を一応日本の技能検定２級とした。調

査の結果、木型製作技術及び溶解技術のなかの高周波誘導炉溶解技術については、今回の調

査時点において既に目標を達成しているものと評価される。

　残る技術のうち、キュポラ溶解技術は本計画終了までには目標が達成されると考えられる

が、造型技術（含鋳物砂管理技術）及び検査技術中の下記の細分野については、もともと多

くの学習及び経験を必要とすることから、終了時までには目標の達成が困難であると考えら

れる。

・造型技術のなかの鋳造方案（立案）技術及び鋳物砂管理技術

・検査技術のなかの目視による鋳造欠陥の種類の見分け方及び寸法検査技術

　技能検定２級の受験資格は実務経験５年以上であり、これに照らした場合、本計画の造型

技術移転年数は機材据え付け後約３年と短いにもかかわらず、C／ Pの技術がレベル４に到

達したことは一応高く評価される。

（2）技術分野別の技術移転概況

1） 木型製作技術

　他の分野に比して機材のサイトへの到着・据え付けが早く、技術移転期間が他の分野に

比べ長かったことにもよるが、C／ P、専門家双方の熱意と努力により、技術移転は驚異

的早さで進み、本計画終了時までには技能検定１級近くまでに達するものと考えられる。

　スリランカには木型製作の専門会社がなく、低い木型製作技術力が同国の鋳造工業発展

の足かせとなっている。近い将来IDBの木型製作部門が同国の木型製作センターとなり、
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鋳造工業発展の原動力となることは確かである。また、木型製品の品質が高く、コストが

低いことから、木型単独の輸出も期待される。残るは経験の積み重ねによる製作時間の短

縮化である。

2） 造型技術（含鋳物砂管理技術）

　このなかの鋳造方案（立案）技術は、鋳造技術のなかでも最も重要な技術であるが、現

在のスリランカの民間企業においては、残念ながらこの技術は極めて低い状況にあるとい

える。

　既に述べたように、この技術の習得には多くの時間及び経験を要することから、C ／ P

の技術修得時間が不足であったと考えられる。

　技能検定２級の試験細目は、「鋳造方案に関し、次に掲げる事項について一般的な知識を

有すること」となっている。

①　製品の材質、形状、寸法公差、品質及び製作個数による造型法の選択

②　次に掲げる鋳造方案の基本的事項の決定

a） 造型方案（分割面の決定並びに鋳枠、心金及び冷し金の使い方を含む）

b） 湯口系方案（鋳込み温度、鋳込み時間、鋳込み速度及び湯口比を含む）

c） 押湯方案

③　次に掲げる鋳型各部の機能及び設計

a） 受け湯口　　b） かけ堰　　　c） 湯口　　　d） 湯口底　　　e） 湯道　　　

f） 湯道先　　　g） 堰　　　　　h） 絞り　　　i） かす取り　　j） 押湯

k） 揚がり　　　l） ガス抜き　　m） 冷し金

④　押湯部の保温剤及び発熱剤の機能及び効果

　上述の細目についてのC／Pの修得度は現在約60％と考えられる。この修得度の不

足を補うことはもちろんのこと、鋳造欠陥の原因の 50％以上を占める鋳造方案（立

案）、不具合の改善について民間工場の相談相手となる力を身に付けるためにも、今

後更に専門家の指導が必要であると考えられる。

　鋳造方案の重要性については既にC／Pに十分認識されており、今回の調査におけ

るC／Pとのミーティングにおいても、造型及び木型製作C／Pの計４名から引き続

き鋳造方案を修得したいとの強い要望が表明された。

　次に鋳物砂の管理については、鋳造方案（立案）技術と同様、この技術の修得にも

多くの時間及び経験を要することから、今後更に専門家の指導が必要であると考えら

れる。

3） 溶解技術

　既に述べたように高周波誘導炉溶解については、C／ Pは単独で民間鋳造工場を十分指
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導できる力を付けたと考えられる。

　キュポラ溶解については、民間鋳造工場の低出湯温度の原因となっている旧式キュポラ

の設計改造の相談力を養う必要があると考えられる。これについては合同評価委員のひと

りである FD&SI のマンチャナヤケ会長から、この問題は FD&SI で解決できるので、他の

技術を移転してほしいとの申し出があり、取りやめることになった。

4） 検査技術

　検査技術については、日本に技能検定制度はなく、非破壊試験についてのみ日本非破壊

検査協会により資格認定試験が行われている。それゆえ目視による鋳造欠陥の種類の見分

け方及び寸法検査技術については、各鋳造工場において教育・訓練が行われているのが実

情である。

　ところで鋳造品の品質管理（含欠陥対策）及び外観検査（別名：目視検査）の基本は、

鋳造欠陥の種類の見分けである。鋳造欠陥を病気にたとえれば、医師による病気の見立て

（診断）である。鋳造欠陥の種類の見分けを誤れば、いかなる対策を講じようとも欠陥は解

消されない。

　鋳造欠陥の見分け方の修得は専門家の指導の下、多くの経験を積むこと、すなわち数多

くの鋳造欠陥を見る以外に方法はない。現在 C ／ P にはこの経験が不足していることか

ら、今後更に専門家の指導の下、経験を積み重ねる必要があると考えられる。寸法検査技

術についてもほぼ同様なことがいえる。

３－４　山内団員

（1）連係技術重視の自覚

　IDB（C／ P）が、鋳造業界に適切な技術サービスを提供できるようになるためには、工程

ごとの技術・技能のみならず、全工程を横断的にとらえた「鋳造計画・工程管理」という観

点からの技術力が不可欠である。C／ Pには、このような考え方に対する認識がまだ不足し

ている。フォローアップとして、このような観点からの補完的技術指導が必要と考えられ

る。C／ Pへのヒアリングにおいて、「他の分野の『作業』まで習熟する必要はないが、各工

程間をリンクした『健全な鋳物を作るための要因とその押さえどころ』について更に学びた

い」という発言もあり、連係技術への自覚が目覚めつつあることが感じられた。

（2）フォローアップにおける課題

　フォローアップの主題は、これまで教えてきたことの補完であるが、以下の課題も加味し

て、指導の計画・推進を図る必要があると思われる。

　鋳物の生産においては、「ユーザー側の用途、鋳物の使われ方」をよく検討し、「それに適
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する形状、材質、作り方」の鋳造部品を提案するべきである。しかし、このような考え方に

ついて、鋳物を作る側はまだ認識していないように感じられる。「鋳物の使われ方やユーザー

の満足度をも配慮したものづくり」の浸透が、これからの重要な課題のひとつである。

（3）民間工場への指導指針

　中小鋳造企業では、一般的に多品種少量生産であり、各製品について「工業製品」として

の品質・信頼性が確保されなければならない。そのためには、各種原材料をはじめとする製

造条件の管理、使用資材すべてにわたっての入手の安定性等を考慮した生産活動が不可欠で

ある。

　民間工場への指導においては、スリランカの資材調達事情等を配慮した企業指導を心がけ

なければならない。

（4）IDB（C ／ P）と専門家とのコミュニケーション

　IDB（C／ P）と専門家チームの、特に技術面におけるコミュニケーションの充実は、円滑

かつ効果的な技術移転には欠かせないものである。

　現実問題として、日本の鋳造現場、特に技能者は英語を得意とする人が少ないことから、

専門家の語学力を考慮すれば、「通訳」の存在は重要である。このプロジェクトでは、幸い

「講義」「セミナー」等において、通訳が雇用され好評であった。

　フォローアップにおいても、より一層コミュニケーションを深めるために、引き続き、日

ごろから双方が配慮・努力していく姿勢が大切と思われる。

（5）供与機材の活用

　（研修コースの参加者から、「勤務先工場における機材が未整備のため、学んだ知識を研修

後企業で生かしきれていない」との意見が聞かれたが、）研修コースにおける実技指導、ある

いは製品の試作等において、供与設備を駆使し、「最適製造条件」を決定するための要因をひ

とつひとつ実験的に変化させ、各要因が製品に及ぼす影響を検証していくやり方は、設備の

いかんにかかわらず「ものづくり」に共通する基本的、かつ有効な手法である。

　これはまた「鋳造欠陥の原因分析と対策検討」に係る技術にも通じるものである。

　現状でもこの手法で技術移転を行っている。今後、このような手法を更に進めていくこと

は、「C／ Pが民間企業に対して適切な技術サービスを提供できる技術力」の向上に、大いに

役立つものと考えられる。





付　属　資　料
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プロジェクト方式技術協力終了時評価調査表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成日：平成12年９月13日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担　当：鉱工業開発協力第一課

プロジェクト名

相手国

協力期間

R／D（協定）

事業分野

技術協力分野

相手国実施機関

（和）スリランカ鋳造技術向上計画

（英）Sri Lanka Foundry Technology Development Project

スリランカ民主社会主義共和国

1995年 12月１日～2000年 11月 30日

産業開発

鋳造技術普及

（和）工業開発委員会

（英）Industrial Development Board

　（担　当） 　（氏　名） 　　　　　（所　　　属）

団長・総括 金子　正彦
国際協力事業団　鉱工業開発協力部
次長

技術協力計画 山本　克巳
通商産業省　機械情報産業局　
素形材産業室　課長補佐

技術移転計画 大島　敏和
財団法人素形材センター　
テクニカル・アドバイザー

人材育成 山内　智香子
財団法人素形材センター　企画室
主任

評価監理 穂積　武寛
国際協力事業団　鉱工業開発協力部
鉱工業開発協力第一課　職員

評価分析 渡辺　亜矢子 株式会社地域計画連合

2000年８月21日　～　2000年９月５日

合同評価報告書のAnnex１を参照

終了時評価調査団

終了時評価調査実施日

プロジェクト・デザイン・
マトリックス（PDM）

１．終了時評価調査表
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評価結果要約

・プロジェクトによる技術移転は、これまでおおむね順調に実施されてきてお

り、協力期間終了時にはカウンターパート（C／ P）は協力対象分野すべて

において独力で作業ができ、また基本的な鋳造品の製造方法をターゲット製

品その他の製作を通じて指導できる技術レベルに達する見込みである。

・しかしながら、大型機材の据え付け・安定操業までに時間を要したことから

実質的な技術移転の期間が限られ、C／ Pは全体的に経験不足であり、鋳造

業界の有する様々な技術的要請に対して指導的役割を果たすまでのレベルに

は達していない。

・また、鋳造業界に対する技術サービスの提供については、C／ Pは独力でセ

ミナーや研修コースを実施できるまでに至っている。しかしながら、業界か

らの需要がますます高まってきている技術コンサルティングや工場巡回指導

については、現時点においては限定的といわざるを得ない。

・したがって、終了時評価としては、プロジェクト目標である「IDBが産業界

に適正な技術を提供できるようになる。」は、十分に達成されたとはいえない

という結論に達した。

・IDBは木型製作、造型、溶解、鋳物の試験・検査に関する技術力を向上させ

た。これにより、IDBは研修コース、セミナー、試験サービス、及びある程

度の技術コンサルティングを提供できるようになった。実際、1997～2000年

の期間に IDB は研修 13 回、セミナー６回をコロンボその他の都市において

実施しており、また試験サービスも実施している。

・さらに、IDBは先端的な生産技術と設備を有する機関としてその活動に対す

る評価を高め、また、環境面でも関係者の意識向上に貢献した。

・上位目標を達成するためには、IDBの技術レベルを更に向上させ、民間に対

する技術コンサルティングサービスを実施させる必要がある。

・協力の規模、タイミング、支援体制、他機関との連携はおおむね適切であり、

また、投入は効率的に行われ、成果の達成に貢献した。これは主としてレベ

ルの高い C／ P の配置と経験豊富な専門家の派遣によるものである。

・鋳造方案の専門家が早期に派遣されていれば、活動は更に効率的に実施され

たであろうと思われる。機材供与に関しては、大型機材の調達・据え付け・

安定操業に当初計画した以上の時間を要したことを除き、おおむね適切で

あった。

（1）目標達成度

（2）効　果

　（インパクト）

（3）効率性
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・上位目標の「スリランカ鋳造業界における技術力と生産力が向上する。」は、

スリランカ工業開発マスタープランの目標の１つとなっている機械工業を発展

させるための裾野産業である鋳造業を発展させるという政府の方針と合致して

いる。スリランカ鋳造業界においては人材の不足がみられるが、現在 IDBを

除く他機関では鋳造技術者育成のための研修を実施している機関は存在しな

い。

・プロジェクト目標は、本セクターのニーズに合致している。スリランカ産

業界において IDBが果たすべき役割はプロジェクト目標と合致しており、ま

た指導機関としての組織も確立していることから、プロジェクト実施機関とし

て IDB を選択したことは妥当であった。

・IDBでは、その活動を実施するに適する運営管理組織が確立された。工業開

発省（MID）はIDBに対して十分な支援を行ってきており、今後もその支援は

継続されると思われる。

・プロジェクトの実施に必要な予算は、十分に提供された。MID は本プロジェ

クトに対する必要な予算措置は今後も継続的に行うとしている。しかしなが

ら、今後は IDB自身で運転資金を賄える程度には財政的に自立することが望

まれる。このため、IDBは民間業界と競合しないよう高度技術が必要とされる

製品の受注販売を開始しており、これによる収入の増加の可能性がでてきてい

る。

・国家経済政策によりスリランカ政府はインドとの間に自由貿易協定（Free

Trade Agreement）を締結した。インドからの鋳造製品が無税で輸入されるた

め、スリランカ鋳造業界への影響が大きいと考えられる。

・IDBのC／ Pの技術レベルは、今後の活動を維持・発展させるのに十分な程

度まで向上した。

（4）妥当性

（5）自立発展性
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Ⅰ．協力実施プロセス

１．要請の内容と背景

２．協力実施のプロセス

（1）要請発出

（2）事前調査

（3）長期調査

（4）実施協議

　スリランカ政府は、国内の産業基盤整備のために、金属加工分野の振

興は非常に重要との認識の下、コロンボ近郊に人材育成を行う「金属加

工センター」を設立し、ニーズの高い鋳造品製造及びメッキ技術を民間

に普及する計画を立て、1994年に日本政府に対し鋳造・メッキ両分野の

プロジェクト方式技術協力を実施してもらいたい旨の要請書を提出して

きた。

　これに対し、当初は鋳造・メッキ両分野における協力の方針で調査を

進めてきたが、長期調査員帰国後、メッキ分野の協力は公害問題の発生

の可能性が指摘された。日本側関係者による協議の結果、本案件から

メッキ分野を切り離すことを決定し、スリランカ側の合意を得た。

1994年２月

1994年２月28日～３月11日（12日間）

総　括 成瀬　猛 国際協力事業団　鉱工業開発協力部　

鉱工業開発協力課　課長代理

技術協力計画 笠間　英春 通商産業省　基礎産業局　非鉄金属課　

（メッキ技術） 課長補佐

技術協力計画 田中　耕太郎 通商産業省　機械情報産業局

（鋳造技術） 鋳鍛造品課　総括係長

鋳造技術 大島　敏和 財団法人素形材センター　嘱託

（コンサルタント）

プロジェクト 堀本　隆保 国際協力事業団　鉱工業開発協力部

運営管理 鉱工業開発協力課　職員

1995年２月26日～３月12日（15日間）

鋳造技術 大島　敏和 財団法人素形材センター　嘱託

メッキ技術 矢部　賢 株式会社大崎金属　最高技術顧問

1995年９月24日～10月５日（12日間）

総　括 坂田　武穂 国際協力事業団　鉱工業開発協力部付

技術協力計画 村田　博顕 通商産業省　機械情報産業局

鋳鍛造品課　技術係長

鋳造技術 大島　敏和 財団法人素形材センター　嘱託

プロジェクト 堀本　隆保 国際協力事業団　鉱工業開発協力部

運営管理 鉱工業開発協力課　職員
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（5）計画打合せ

（6）巡回指導

（7）運営指導チーム

（8）第２次運営指導

チーム

1997年１月13日～１月23日（11日間）

団長・総括　 大島　敏和 国内支援委員会（財団法人素形材センター

企画部　テクニカル・アドバイザー）

技術協力計画 北　直貞 通商産業省　機械情報産業局　

鋳鍛造品課　技術係長

鋳造技術 渡邊　紀夫 国内支援委員会

（福島製鋼株式会社　常勤顧問）

業務調整 福島　浩二 国際協力事業団　鉱工業開発協力部

鉱工業開発協力課　職員

1998年５月11日～５月22日（12日間）

団長・総括 桑島　京子 国際協力事業団　鉱工業開発協力部

鉱工業開発協力第一課　課長

技術協力政策 大村　倫久 外務省　経済協力局　技術協力課　

外務事務官

技術協力計画 大木　政喜 通商産業省　機械情報産業局　総務課　

素形材産業室　総括係長

鋳造技術 田原　昭 財団法人素形材センター　専務理事

プロジェクト 冨田　充 国際協力事業団　鉱工業開発協力部

運営管理 鉱工業開発協力第一課　職員

1999年６月３日～６月12日（10日間）

総　括 田原　昭 財団法人素形材センター　専務理事

技術協力計画 大島　敏和 財団法人素形材センター　

テクニカル・アドバイザー

鋳造技術 平野　仁郎 元石川島播磨重工業株式会社　

機械事業本部　鋳造部　部長

プロジェクト 冨田　充 国際協力事業団　鉱工業開発協力部

運営管理 鉱工業開発協力第一課　職員

2000年３月６日～３月10日（５日間）

団長・総括 飛田　賢治 国際協力事業団　鉱工業開発協力部

鉱工業開発協力第一課　課長代理

協力企画 穂積　武寛 国際協力事業団　鉱工業開発協力部

鉱工業開発協力第一課　職員
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1998年５月の巡回指導調査においてPDMの修正が行われ、その後は修

正 PDMに基づいて活動が実施された。

特記事項なし。

・フィリピンMIRDC鋳造プロジェクト（JICA）

・インドネシア鋳造プロジェクト（JICA）

上記２案件については、技術交換を行った。

・スリランカ国工業化・投資促進マスタープラン調査（JICA）

調査結果に基づく情報提供を受けた。

（1）長期専門家（延べ人数）12名

　チーフアドバイザー ２名

　木型製作 ２名

　造　型 ２名

　溶　解 ３名

　溶解理論 １名

　業務調整 ２名

（2）短期専門家　延べ35名

延べ 15名

1996年度　４名

1997年度　３名

1998年度　５名

1999年度　２名

2000年度　１名

約３億 8,000 万円

約 1,168 万 9,000 円

３．協力実施過程にお

ける特記事項

（1）実施中に当初計

画の変更はあったか

（2 ）実施中にプロ

ジェクト実施体制

の変更はあったか

４．他の援助事業との

関連

５．専門家派遣

６．研修員受入れ

７．機材供与

８．現地業務費
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Ⅱ．計画達成度

上位目標

スリランカ鋳造産業界における技

術力と生産力が向上する。

プロジェクト目標

IDBが産業界に適正な技術を提供

できるようになる。

成　果

０．プロジェクト管理部局が強化

される。

１．鋳造用機材が調達、据え付け、

操作、保守管理されるようにな

る。

２．C／ Pの技術力が向上する。

１．研修参加者の産業界

への就職状況

２．企業の技術能力の評

価

１．研修参加者の技術レ

ベルの現状

２．企業の満足度

０．職員数、予算、職員

の管理能力

１．機械の操作及び保守

管理状況

2-1. 技術移転の達成度

2-2.  C ／ P によるター

ゲットプロダクトの作

成度

１．研修コース（79名）、セミナー

（431名）の参加者の大半（若干

名の例外を除く）は企業からの

派遣であった。

２．技術移転の期間は実質２年半

のみであり、企業の技術能力を

評価するには至っていない。

１．上記２．と同様

２．IDB のサービスを利用したこ

とのある企業は、おおむね高い

満足度を示している。（Annex18）

０．職員数についてはC／P８名、

作業員（ワーカー）12名、管理

部門３名が配置されている。予

算については、適切に配置され

タイミングよく支出された

（Annex25）。職員の管理能力に

ついては、Chief  Engineer、

Foundry Managerを中心に適切な

管理がなされている。

１．機材は有効利用されており、

維持管理状況も良好である。日

常的に C／ P、ワーカー自身に

よる点検が行われている。

2-1 . おおむね適切になされてお

り、プロジェクト終了時には計

画どおり終了すると思われる

が、時間的制約により民間企業

への技術普及が十分になされて

いない。

2-2. 一部を除き最終目標レベルで

あるステージⅤレベル４に達し

ている。

プロジェクトの要約 指　標 実　績
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３．鋳造関連研修コースが体系的

に実施されるようになる。

４．鋳造に係る新技術がIDBによ

るセミナーや広報資料を通じて

業界に紹介される。

活　動

0-1. 必要 C／ Pの配置

0-2. 活動計画の作成

0-3. 予算の作成及び適切な実行

1-1. 施設の刷新計画作成

1-2. 必要機材の調達及び据え付け

1-3. 機材の操作及び保守管理

2-1. 機材の操作及び保守管理

2-2. C ／ Pへの技術移転

2-3. C ／ Pへの技術移転の評価

3-1. 研修コースの実施計画

3-2. 研修コース用カリキュラム及

び教材の作成

3-3. 研修コースの実施、批評、評価

4-1. セミナー及び広報資料の作成

計画

4-2. セミナー及び広報資料の準備

4-3.セミナー及び広報資料の実

施、批評、評価

2 - 3 . 能力が身に付いた

C／ Pの人数

３．研修コースの実施数

　研修参加者数

　カリキュラム、教材等

の数

4-1. セミナーの実施数

　セミナー参加者数

4-2. IDBの発行する定期

的刊行物の数

2-3. 配置された８名全員が技術力

を向上した。

３．実施回数 13 コース、参加者

79名、教材については、協力対

象４分野及び真ちゅう鋳物につ

いてのテキスト及び指導用ビデ

オを作成した（Annex13、14）。

4-1. 実施数６回、参加者 431 名

（Annex15、16）

4-2. 研修コース案内、試験・検査

ガイドをはじめとする出版活動

を行った（Annex17）

プロジェクトの要約 指　標 実　績

R／D 実　績

投　　入

日本側

　（1）専門家の派遣

　

　（2）研修員の受入れ

　（3）機材の供与

スリランカ側

　（1）C／Pの配置

　（2）予算の措置

　（3）必要施設機材の措置

日本側

（1）専門家：長期 12 名

　短期 35 名（延べ人数）

（2）研修員の受入れ：計 15 名

（3）機材供与：鋳物工場におけ

る研修、ラボにおける試験・

検査、その他

（4）総経費：10 億 8,500 万円

スリランカ側

（1）協力対象４分野各々に２名

ずつ、計８名を配置。

（2）8,363万 7,731スリランカル

ピー（1999年末までの合計）

（3）原材料、関連手工具作成の

ための材料、燃料など
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Ⅲ．５項目評価結果

１．目標達成度

成果達成状況

評価項目 調査結果

全体として、成果は十分に達成された。

（1）プロジェクト運営管理システムの強化

　プロジェクトの運営管理は、適切に確立された。C ／ P、ワー

カー、経営管理担当者の配置は妥当であり、また予算は遅滞なく支

給された。「Technology Transfer Goal & Target Products」は本プロ

ジェクト（FTDP）における年間活動計画に当たるが、日本人専門

家と IDB 側と共同で策定した。プロジェクト活動は協力期間中に

計画どおりおおむね完了する予定である。

（2）供与機材の維持管理

　2000 年７月末現在で、高周波誘導炉による溶解は 134 回、キュ

ポラによる溶解は 33 回（１～２ｔ／回）実施された。溶解頻度か

ら判断して、供与機材は適切に利用されている。運用・維持管理マ

ニュアルが整備され、故障修理もほぼすべてを現地において対応し

た。

　維持管理については、日本人専門家の指導の下、日常チェック表

による点検システムが確立され適切に運用されている。各機材につ

いて担当者が決定され、それぞれが担当機材を毎日点検している。

C／ P、ワーカーの意識は向上しており、日常点検は現在、ほぼ自

立的に行われている。

（3）C ／ P に対する技術移転

　日本人専門家の指導の下で、C／ Pは「Technology Transfer Goal

& Target Products」の目標レベル達成に向けて技術移転を受けた。

下記の４分野に対して２名ずつC／Pが配置された。非鉄鋳物につ

いては、下記の４分野に配置されたC／Pが、非鉄鋳造の各々の作

業ステップをそれぞれの担当分野に関して技術移転を受けた。

木型製作

　ターゲット製品の製作については、C／Pは最終目標である

ステージⅤのレベル４に到達しており、独力で木型を製作でき

る技術を修得したといえる。今後、更に経験を積むことによ

り、センスと技術を向上させることが必要である。指導的役割

を果たすのに十分な技術レベルに達している。
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成果達成状況

評価項目 調査結果

造　型

　生砂・フラン造型、鋳造方案等において、C／Pの技術レベ

ルは目標レベルに達しており、自力で造型作業を実施できる。

指導的役割については、スリランカにおける鋳物工場の多くは

IDBが保有するものと同レベルの技術・設備が設置されていな

いため、適切な技術コンサルティングを行うためには、C／P

は更に経験を積む必要がある。

溶　解

　材料配合、高周波・キュポラ溶解、炉前試験などにおいて

C／Pは目標レベルに達しており、独力で作業できる。現在IDB

が使用しているものと同レベルの材料と機材が整えば、指導も

可能である。

非鉄鋳物

　非鉄鋳物に関する各作業段階（木型製作、築炉、溶解、砂作

り、鋳造方案、造型）についての技術移転が行われ、C／Pは

これらの作業を独力で行うことができる。プロジェクトで習得

した技術の応用については、更に経験を積むことが必要であ

る。鋳造方案及び造型については、時間的制約により理論の講

義は実施されたが実習は行っていないため、今後、必要である。

試験・検査

　溶解との兼任者を加えると、計３名のC／Pが配置された。

砂試験、化学分析、金属顕微鏡組織試験、機械的性質試験、外

観検査については独力で実施できる。しかしながら、寸法検査

については今後とも経験を積む必要がある。IDBの機材と同様

のものがあれば、他の技術者に対する指導は可能である。

（4）民間鋳造業界に対する技術サービスの提供

　IDBは 2000年８月末までに研修コース（各３週間）を13コース

実施し、計 79 名の技術者に対して研修を行った。活動の規模は適

切であり、参加者の満足度も高い。

　セミナーについては、IDBは６回実施し、計431名の参加者を集

めた。参加者は、内容、講師ともに高く評価している。

　プロジェクトでは、研修コース用のパンフレット、試験・検査ガ

イドブックをはじめとする出版活動を行った。また、協力４分野に

関する指導用テキスト、及びビデオをすべてシンハラ語で製作し、

高い評価を得ている。非鉄鋳物についても指導用ビデオを作成し

た。



－ 45 －

成果達成状況

成果がプロジェクト目

標の達成につながるの

を促進／阻害した要因

評価項目 調査結果

　IDBでは、現在民間鋳造工場に対する機材の貸し出しを検討して

いる。

　日本人専門家とC／Pは、工場巡回指導及び技術コンサルティン

グを数回実施した。今後、C／Pが独力でこれらサービスを実施す

るには、更に経験を積む必要がある。

　IDBは砂、金属の材質、製品の損傷の各試験を、民間企業からの

依頼を受けて実施している。

　受注生産・販売については、C／Pが民間企業の多様なニーズに

対応していく技術力とビジネス感覚を向上させることを目的として

実施してきた。この活動を通じて、それまで交流のなかった製造業

者との関係が構築され、スリランカ製造業者が必要としている品質

や形状についての情報を得ることができた。さらに、C／Pとワー

カーにとって、受注品は売り物であることから製品の品質・納期等

を配慮しなければならないという実践的訓練になった。

・技術レベルの向上や研修の実施、及び出版活動により、IDBの技術力

は向上し産業界に数種のサービスを提供することができるレベルに達

している。ただし、更に多様なサービス需要が見受けられる。
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直接効果

（プロジェクト目標レ

ベル）

間接的効果

（上位目標レベル）

評価項目 調査結果

・プロジェクトの実施により、C／ Pの技術力はスリランカの政府系・

民間の鋳物工場に対して、研修コース、セミナーの開催を通じて適切

な技術サービスを提供するに十分なレベルに達した。特にプロジェク

トにより供与された機材を利用しての研修は、参加者から高い評価を

得ている。

・IDBは高い技術力を必要とするためスリランカでは不可能といわれて

きた製品に対する民間企業のニーズに応えてきた。こうした活動を通

じて、IDBに対する技術相談件数が増加した。

・造型プラント及びキュポラに据え付けられた集塵機は環境への配慮が

なされたものであるため、IDB鋳造工場の見学を通じてスリランカ鋳

造業界の環境問題への関心が高まった。また、IDBの技術コンサルティ

ングを受けた結果、環境に優しい設備投資を行った事例もみられた。

・受注生産・販売を行うことにより、以下のような間接的効果が得られ

た。

（1）製造業者からの受注件数と来訪による技術相談件数が増えた。

非鉄鋳物については、2000 年６月以降に６件の相談を受けてい

る。

（2）コンサルティング業務により設備の更新を行い、機械化された

プラントとして成長した事例がみられた。

２．効　果
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投入の質・量・タイミ

ングの妥当性

評価項目 調査結果

日本側投入

（1）専門家の派遣（Annex19）

　長期専門家の派遣については、専門分野及び期間においておおむ

ね適切であり、IDBにおける技術移転に貢献した。大型機材の据え

付け・安定操業、及び試験・検査が計画より遅れたが、専門家は講

義や工場巡回指導などに時間を効率的に利用した。鋳造方案につい

ては、専門家の派遣が遅れたことによりC／Pの指導時間の調整が

難しくなった。非鉄鋳物の専門家派遣が遅れたのは、スリランカ側

の政治情勢などによるものであり不可避であったが、プロジェクト

全体の進捗状況に影響が生じた。

（2）機材の供与（Annex22）

　供与された機材は、一部据え付けに計画を上回る時間を要したこ

とを除き適切であり、プロジェクトのニーズを満たした。利用率は

高い。故障・トラブルを生じることもあったが、大部分の場合は数

週間のうちに解決された。

（3）日本における C／ P 研修（Annex21）

　C／P10名を含む計15名が日本において研修を受けた。15名の

うち４名が技術協力、２名が溶解、３名が木型製作、２名が造型、

３名が試験技術の研修を受けている。講義、試験、実地調査、工場

訪問などを通じた研修は実用的であり、C／Pの知識と経験を広げ

るのに貢献した。

スリランカ側投入

（1）C ／ P の配置（Annex ９）

　R ／ D において同意されたとおり、プロジェクトには C ／ P と

して８名が配置された。これまでのところ１人も離職していない。

（2）建物・土地の供与

　全般的に建物・土地は適切に供与された。IDBの鋳造工場は、本プ

ロジェクトのために設備更新された。建物は日本人専門家とC／ P

の活動拠点となった。

３．効率性
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投入の質・量・タイミ

ングの妥当性

プロジェクトの支援体

制

他機関との連携

評価項目 調査結果

（3）IDB によるローカルコスト負担（Annex25）

　IDBは多額の支出を負担した。鋳造工場の設備更新、原材料、人

件費、機材の維持管理、ユーティリティその他に必要なローカルコ

ストを支出した。スリランカ側は多大な自助努力を行うことにより

成果の達成に貢献した。

・合同調整委員会は巡回指導調査団の来訪時やリーダー会議の前に開催

された。座長は工業開発省（MID）の次官であり、プロジェクトの年

間活動計画等を検討した。

・担当専門家の総合評価を３か月に１回実施している。目的は、C／ P

の技術レベルの到達度を測定することである。

・このほかに、業務進捗会議（隔週）、マネージメント・ミーティング

（月１回）が開催され、活動計画その他の検討を行っている。業務進

捗会議については、IDBが資料を作成するほか、討議議事録が作成さ

れ保存されるシステムとなっている。

他の JICA案件、他機関の活動との協力・連携が図られた。

・フィリピンMIRDCとの技術交換が行われ、コンピューターによる製

図に関する資料を入手した。JICAプロジェクト終了後のMIRDCの経

験を知ることは、IDB の C ／ P にとって大変参考となるものであっ

た。

・インドネシア鋳造プロジェクトとの技術交換が IDB で行われた。

・「スリランカ民主社会主義共和国　工業化・投資促進マスタープラ

ン」における調査結果から関連情報を入手した。

・同分野における実施中のプロジェクトはほかになく、活動における重

複はなかった。
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４．計画の妥当性

上位目標の妥当性

－国家開発政策との

整合性

－スリランカ経済の

ニーズとの整合性

－実施機関設定の妥

当性

プロジェクト目標の妥

当性

－ IDBニーズとの整

合性

－上位目標達成への

貢献

評価項目 調査結果

・現在スリランカ政府は JICAと国連工業開発機関（UNIDO）の支援の

下、工業開発マスタープランを作成中である。同計画において、国が

力を入れていく重要産業の１つとして機械産業を掲げており、鋳造産

業はその裾野産業として位置づけられている。政府は鋳造産業の振興

に対してこれまでどおり支援をしていく意向を示しており、プロジェ

クトは開発計画と整合しているといえる。

・プロジェクトはスリランカ鋳造部門において現在実施されている唯一

のプロジェクトである。鋳造技術者の減少、技術水準の低迷などを主

な問題として抱える現在のスリランカ鋳造業界における重要性は高い

といえる。

・上位目標は、政府が目標とする国営企業の民営化、輸出促進、貿易収

支改善、民間企業の育成に整合している。

・2000 年２月に施行された「インド・スリランカ自由貿易協定」につ

いては、長期的にはスリランカ経済の発展に貢献すると見込まれて

いるが、短期的には特に中小規模の鋳造工場にとっては厳しい状況と

なることが予想される。

・IDB は運営管理組織が整備されており、実施機関の選定は妥当で

あった。

・ IDB はスリランカ国内の中小企業の育成を、その主な責務としてい

る。スリランカ鋳造業はほとんどが小規模の家内工業であり、プロ

ジェクト目標は IDB の責務と一致している。

・ IDB は、これからも鋳造工場に対する技術指導を実施していく意向

を示している。

・民間への技術移転については、IDB の C ／ P は今後、工場巡回指導

やプロジェクトを通じて習得した技術の適用による技術コンサルティ

ングにおける経験を積み重ねていくことが必要である。

・スリランカ鋳造業界の抱える問題のひとつは、低品質だといわれてい

る。企業からは、製品の品質が要求にかなうものであれば、国産品を

購入したいとの意見が多く聞かれる。

・IDBが所有する機材は、スリランカ鋳造業界のそれと比べると大変

先進的である。木型に関しては、IDB の C ／ P は業界の現状に合わ

せてIDBで利用している機材がない場合の対処のしかたについても習

得している。
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プロジェクト・デザイ

ンの妥当性

妥当性を欠いた要因

評価項目 調査結果

プロジェクト・デザインは、1998年５月の巡回指導調査時に修正されて

おり、適切であった。

予測不可能な事態ではあったが、2000年２月に施行された「インド・ス

リランカ自由貿易協定」には鋳造品も含まれていることから、その影響

は少なくないと思われる。

制度的側面

評価項目 調査結果

（1）スリランカ政府の支援

・FTDP の実施機関である IDB は、スリランカの中心企業の振興を目

的としており、上位機関であるMIDもこの IDBの役割を重要政策

と認識している。したがって、政府による支援は今後も継続される

と思われる。

・MID との関係は良好であり、意思疎通もスムーズである。

（2）IDBの管理運営能力

・チーフ・エンジニアと工場長は民間企業での業務経験があり、活動

を指導していくに十分な管理運営能力を有している。

・C／ Pの業務管理能力は十分とはいえないが、チーフ・エンジニア

と工場長の指導の下で経験を積み、業務をこなしていけると思われ

る。

・今後は、データベースの構築など IDBにおける生産管理システム化

や、品質管理、製造技術の向上、マーケットリサーチ、R&D など

に対する C／ P の意識向上が必要である。

（3）民間企業との関係

・スリランカ鋳造協会（FD&SI）との関係が 2000 年３月に修復され

たことから、民間企業との関係は一層緊密になると思われる。IDB

が果たすべき役割を考慮すると、企業との関係を強化することが必

要である。

５・自立発展性
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財政的側面

技術的側面

評価項目 調査結果

・協力期間中を通じて、FTDP を管理運営するために必要な支出は十

分になされた。MIDとIDBは運転資金と人件費のための適切な予算

措置に努めた。MIDはIDBの要求に応じて必要な支出に対する資金

的支援を行ってきた。

・IDBは、財政面において政府支援に依存しないよう、受注生産によ

る収入割合を増加していく意向を示している。FTDPの運転資金の一

部は、既にこうした活動から得られている。

・受注生産・販売により収入が増え、その結果、政府支援に対する依

存が減少している。

・C／ Pに対する技術移転は、今後の活動を継続・発展していくレベ

ルには達している。

・C／ Pはこれまで IDBに継続的に勤務してきており、今後も勤務し

続ける意向を示している。

・SLSI（Sri Lanka Standards Institution）との協力により、鋳造技術の

向上と品質管理システムの発展を促進する。IDBはこの役割を積極

的に果たす意向を示している。

・鋳造業界のニーズや期待は協力期間中に多様化した。したがって、

IDBは更に経験を積む必要がある。また、そうしたニーズや期待に

応え産業界からの信頼を得ていくためには、関係企業とのより緊密

な関係を構築する必要がある。これらが実施されて初めて、技術的

に自立的な機関となると思われる。
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１．協力期間延長の要

否

２．フォローアップの

内容と方法

（1）必要な分野

（2）内　容

（3）所要時間

（4）期待される成果

要／不要

（理由）

既にIDBからフォローアップについての要請書は提出済みである。フォ

ローアップを要する理由は

・PDMに設定されているプロジェクト目標と成果において、目標レベ

ルに達していない部分について補完的な技術指導を行う必要がある。

・プロジェクトの成果の持続性、IDBの自立発展性確保の観点から、

IDBと鋳造業界の関係強化に係る取り組みに関する側面的支援を行う

必要がある。

・鋳造方案、造型／砂作り、非鉄鋳物（青銅）、木型製作、材料選定、試

験・検査、工場巡回指導、技術コンサルティング

・プロジェクトで習得した鋳造技術の補完を行うとともに、生産技術、

工場運営に関する知識と方法について助言しIDBの自立発展性の向上

を支援する。

・２年間（協力開始は、専門家のリクルート状況により決定される。）

・C／ P が民間への技術普及・指導を行えるようになり、スリランカ民

間鋳造工場の技術レベルが向上する。また、民間の諸問題解決経験を

IDB鋳造工場の運営及び技術向上に反映させ、自立発展を図る。

Ⅳ．フォローアップの必要性

結　論

提　言

　結論として、プロジェクトは適切に実施され、協力期間終了時にはすべての協力分野

において目標技術レベルを達成すると思われる。しかしながら、大型機材の調達・据え

付け・安定操業までに時間を要したことから、実際の技術移転には十分な時間を充てる

ことができなかった。また、同様の理由により民間鋳造業界に対する技術サービスの実

施も制限された。したがって、終了時評価としては、プロジェクト目標である「IDBが

産業界に適正な技術を提供できるようになる。」は、十分には達成されなかったといわ

ざるを得ない。

　今後、民間企業が多様な技術的問題を解決し、製品の品質を向上させ、また基本的な

生産技術の応用により新製品を開発することを支援するためには、研修コースや技術コ

ンサルティングはますます重要性を増すと思われる。ここでいう基本的な生産技術は、

JICAの技術協力により策定された工業開発マスタープランの機械産業発展計画において

重点製品としてあげられている。このためにはIDBは、適切な技術サービスを提供する

ために必要な、基本的な生産技術を今後も習得・向上していく必要がある。したがって、

フォローアップ協力の必要性を提言する。

Ⅴ．プロジェクトの結論及び教訓・提言
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